
平成１５年(ワ)第１０３４６号　違約金等請求本訴事件
平成１６年(ワ)第５０１６号　不当利得返還請求反訴事件
口頭弁論終結日　平成１６年９月９日
                          判　　　　　　　　　決
            本訴原告（反訴被告）　　　株式会社海洋堂
            （以下「原告」という。）
            訴訟代理人弁護士　　　　　水　戸　重　之
            同　　　　　　　　　　　　荻　野　敦　史
            本訴被告（反訴原告）　　　フルタ製菓株式会社
            （以下「被告」という。）
            訴訟代理人弁護士　　　　　中　嶋　俊　作
                          主　　　　　　　　　文
        １　被告は、原告に対し、金１億６０１７万８２７８円及び内金１６７万
２６５０円に対する平成１４年１１月２８日から、内金１億５５５５万１５９３円
に対する同年１２月１２日から、内金２９５万４０３５円に対する平成１６年７月
２８日から各支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
        ２　原告のその余の請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
                ３　訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを１０分し、その１を原
告の、その余を被告の各負担とする。
        ４　この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。
                          事　実　及　び　理　由
第１　請求
  １　本訴
    　被告は、原告に対し、金１億８０１１万７３８９円及び内金１６７万２６５
０円に対する平成１４年１１月２８日から、内金１億６２９２万５５７１円に対す
る同年１２月１２日から、内金１５５１万９１６８円に対する同年５月２１日から
各支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
  ２　反訴
    　原告は、被告に対し、金５７２万５０４８円及びこれに対する平成１４年６
月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
    　本訴は、原告が被告に対し、被告の製造販売する菓子類のおまけとして各種
のフィギュアの模型原型を原告が製造し、これを被告に提供するに当たり、両者の
間で複数の著作権使用許諾契約を順次締結し、許諾料（ロイヤルティ）や違約金に
ついて定めていたところ、被告が原告に商品の製造数量について実際より過小の虚
偽の報告をし、あるいは未払のロイヤルティがあるとして、これらの契約に基づく
ロイヤルティ及び約定違約金の支払並びに商事法定利率による遅延損害金の支払を
求めている事案である。
    　反訴は、被告が、原告に対し、上記複数の著作権使用許諾契約のうちの一部
について、ロイヤルティ支払条項の料率が高額に過ぎ、錯誤あるいは公序良俗違反
ゆえに無効であるなどとして、被告が原告に対して支払ったロイヤルティの一部を
不当利得として返還請求している事案である。
  １　前提事実（特に証拠を掲記しない事実は、当事者間に争いがない。）
    (1)　当事者
        原告は、模型の製造販売等を業とする株式会社である。
        被告は、各種菓子類の製造販売等を業とする株式会社である。
    (2)　本件契約
      ア　チョコエッグ
        　被告は、卵形のチョコレートの中におまけを入れる商品シリーズを企画
し、製造販売した（以下「チョコエッグ」という。）。
        　原告と被告は、そのおまけに関し、原告が模型原型を製造して被告に渡
し、被告が当該模型原型の複製品をおまけとして使用し、菓子と一体化した商品
（以下「指定商品」という。）を製造販売することについて、次のとおり契約を締
結した（以下、各契約を「本件契約①」等と表記し、後記イ、ウ及びエの契約と共
に総称するときは「本件各契約」と表記する）。なお、本件各契約では消費税に関
する規定はないが、ロイヤルティについては外税方式で別途消費税分が加算される
ことになっていた。
        ①　日本の動物コレクション①（本件契約①）



          ａ　契約日　平成１１年９月
          ｂ　契約期間　平成１１年９月～同年１２月
          ｃ　対象物
                　日本の動物コレクション第１弾のフィギュア２４種類の模型原
型
          ｄ　ロイヤルティ
                　被告は、原告に対し、毎月末締めで指定商品の販売数量を集計
し、
                ・希望小売価格（１５０円）×２．５％＝ロイヤルティ単価
                ・ロイヤルティ単価×指定商品販売数量＝ロイヤルティ
                の計算式で算出したロイヤルティを翌月２０日までに支払う。
          ｅ　販売数量の報告
                　被告は、原告に対し、毎月末締めで指定商品の販売数量を集計
し、翌月１０日までに原告に書面で報告する。
  　　　②　日本の動物コレクション②（本件契約②）
          ａ　契約日　平成１１年１２月頃
          ｂ　契約期間　平成１１年１２月～平成１２年２月
          ｃ　対象物
                　日本の動物コレクション第２弾のフィギュア２４種類の模型原
型
          ｄ　ロイヤルティ　①のｄに同じ。
          ｅ　販売数量の報告　①のｅに同じ。
        ③　日本の動物コレクション③（本件契約③）
          ａ　契約日　平成１２年２月頃
          ｂ　契約期間　平成１２年２月～同年５月
          ｃ　対象物
                　日本の動物コレクション第３弾のフィギュア４８種類の模型原
型
          ｄ　ロイヤルティ　①のｄに同じ。
          ｅ　販売数量の報告　①のｅに同じ。
        ④　日本の動物コレクション④（本件契約④）
          ａ　契約日　平成１２年１０月１日（契約書は甲第１号証）
          ｂ　契約期間　平成１２年９月２５日～平成１３年９月２４日
          ｃ　対象物
                　日本の動物コレクション第４弾のフィギュア２４種類の模型原
型
          ｄ　ロイヤルティ
                　被告は、原告に対し、毎月末締めで指定商品の製造数量を集計
し、
                ・希望小売価格（１５０円）×２．５％＝ロイヤルティ単価
                ・ロイヤルティ単価×指定商品製造数量＝ロイヤルティ
                の計算式で算出したロイヤルティを翌月２０日までに支払う。
          ｅ　製造数量の報告
                　被告は、原告に対し、毎月末締めで指定商品の製造数量を集計
し、翌月１０日までに原告に書面で報告する。
          ｆ　違約金
                　被告による指定商品の実際の製造数量が原告への報告数量を上
回っていた場合には、被告は、原告に対し、上回っていた指定商品１個につきロイ
ヤルティ単価３．７５円の２倍＝７．５円の違約金を支払う。
        ⑤　日本の動物コレクション⑤（本件契約⑤）
          ａ　契約日　平成１３年３月１日（契約書は甲第２号証）
          ｂ　契約期間　平成１３年３月１日～平成１４年２月２８日
          ｃ　対象物
                　日本の動物コレクション第５弾のフィギュア２４種類の模型原
型
          ｄ　ロイヤルティ　④のｄに同じ。
          ｅ　製造数量の報告　④のｅに同じ。
          ｆ　違約金　④のｆに同じ。



        ⑥　ペット動物コレクション①（本件契約⑥）
          ａ　契約日　平成１２年１０月１日（契約書は甲第３号証）
          ｂ　契約期間　平成１２年９月２５日～平成１３年９月２４日
          ｃ　対象物
                　ペット動物コレクション第１弾のフィギュア２０種類・４１タ
イプの模型原型
          ｄ　ロイヤルティ　④のｄに同じ。
          ｅ　製造数量の報告　④のｅに同じ。
          ｆ　違約金　④のｅに同じ。
        ⑦　ペット動物コレクション②（本件契約⑦）
          ａ　契約日　平成１３年３月１日（契約書は甲第４号証）
          ｂ　契約期間　平成１３年３月１日～平成１４年２月２８日
          ｃ　対象物
                　ペット動物コレクション第２弾のフィギュア１４種類・３０タ
イプの模型原型
          ｄ　ロイヤルティ　④のｄに同じ。
          ｅ　製造数量の報告　④のｅに同じ。
          ｆ　違約金　④のｆに同じ。
        ⑧　レッド・データ･アニマルズ（本件契約⑧）
          ａ　契約日　平成１２年１０月１日（契約書は甲第５号証）
          ｂ　契約期間　平成１２年７月１０日～平成１３年７月９日
          ｃ　対象物
                　絶滅のおそれのある動物をまとめた講談社の「レッド・デー
タ・アニマルズ」の中から１０種類の動物をフィギュア化した模型原型
          ｄ　ロイヤルティ　基本的には④のｄに同じ。
                　ロイヤルティ単価＝２００円×３％＝６円
          ｅ　製造数量の報告　④のｅに同じ。
          ｆ　違約金　基本的には④のｆに同じ。
                　違約金単価＝ロイヤルティ単価６円×２＝１２円
      イ　妖怪シリーズ
        　被告は、キャンデーに妖怪のフィギュアをおまけとして付ける商品シリ
ーズ（以下「妖怪シリーズ」という。）を企画し、製造販売した。
        　原告と被告は、そのおまけに関し、原告が模型原型を製造して被告に渡
し、被告が当該模型原型の複製品をおまけとして使用し、菓子と一体化した商品
（指定商品）を製造販売することについて、次のとおり契約を締結した（契約の表
記方法はアに記載したとおりである。）。
        ⑨　百鬼夜行Ⅰ（本件契約⑨）
          ａ　契約日　平成１２年１０月１日（契約書は甲第６号証）
          ｂ　契約期間　平成１２年７月１０日～平成１３年７月９日
          ｃ　対象物
                　日本の妖怪のイメージを表現した百鬼夜行妖怪コレクション第
１弾の８種類の模型原型
          ｄ　ロイヤルティ　基本的には④のｄに同じ。
                　ロイヤルティ単価＝３００円×３％＝９円
          ｅ　製造数量の報告　④のｅに同じ。
          ｆ　違約金　基本的には④のｆに同じ。
                　違約金単価＝ロイヤルティ単価９円×２＝１８円
        ⑩　百鬼夜行Ⅱ（本件契約⑩）
          ａ　契約日　平成１３年３月１日（契約書は甲第７号証）
          ｂ　契約期間　平成１３年３月１日～平成１４年２月２８日
          ｃ　対象物
                　百鬼夜行妖怪コレクション第２弾の９種類の模型原型
          ｄ　ロイヤルティ　基本的には④のｄに同じ。
                　ロイヤルティ単価＝３００円×３％＝９円
          ｅ　製造数量の報告　④のｅに同じ。
          ｆ　違約金　基本的には④のｆに同じ。
                　違約金単価＝ロイヤルティ単価９円×２＝１８円
        ⑪　百鬼夜行総集編（なお、被告は、下記の内容による覚書の存在は認め



ているが、契約の有効性及び違約金の合意の有無については争っている。）（本件
契約⑪）
          ａ　契約日　平成１３年１０月１日（甲第８号証の覚書）
          ｂ　契約期間　平成１３年１０月１日～平成１４年２月２８日
          ｃ　対象物
                　百鬼夜行妖怪コレクション総集編として選ばれた妖怪の１７種
類の模型原型
          ｄ　ロイヤルティ　基本的には④のｄに同じ。
                　ロイヤルティ単価＝３００円×３％＝９円
          ｅ　製造数量の報告　製造数量を書面にて報告
        ⑫　妖怪根付（本件契約⑫）
          ａ　契約日　平成１３年８月２６日（契約書は甲第９号証）
          ｂ　契約期間　平成１３年８月２７日～平成１４年８月２６日
          ｃ　対象物
                　百鬼夜行妖怪コレクション根付バージョンの陰陽２５種類の模
型原型
          ｄ　ロイヤルティ　基本的には④のｄに同じ。
                　ロイヤルティ単価＝２００円×３％＝６円
          ｅ　製造数量の報告　④のｅに同じ。
          ｆ　違約金　基本的には④のｆに同じ。
                　違約金単価＝ロイヤルティ単価６円×２＝１２円
      ウ　チョコエッグ・クラシック
        (ア)　原告と被告は、チョコエッグにおいて使用した模型原型の中から２
４種類を選び出し、塗装の色や方法、型を変更したものをバージョンアップ版とし
て使用し、被告において菓子（卵型チョコレート）と一体化した商品（指定商品）
を製造販売するについて、次の契約を締結した（契約の表記方法はアに記載したと
おりである。）（以下「チョコエッグ・クラシック」という。）。
          ⑬　日本の動物コレクション・バージョンアップ版（本件契約⑬）
            ａ　契約日　平成１３年９月１０日（契約書は甲第１１号証）
            ｂ　契約期間　平成１３年９月１０日～平成１４年９月９日
            ｃ　対象物
                  　日本の動物コレクション・バージョンアップ版２４種類の模
型原型
            ｄ　ロイヤルティ　基本的には契約④のｄに同じ。
                  　ロイヤルティ単価＝１５０円×３．２％＝４．８円
            ｅ　製造数量の報告　本件契約④のｅに同じ。
            ｆ　違約金　基本的には本件契約④のｆに同じ。
  　　　　　　　　　違約金単価＝ロイヤルティ単価４．８円×２＝９．６円
        (イ)　原告は、被告に対し、平成１４年８月３０日付けで、重大な背信行
為を理由として本件契約⑬を直ちに解除する旨の意思表示をした通知書（甲第１８
号証の１）を送付し、同通知書は翌３１日に被告に到達した。
      エ　アリス・コレクション（本件契約⑭）
        　被告は、キャンデーに、ルイス・キャロルが制作した物語「不思議の国
のアリスの冒険」、「鏡の国のアリスの冒険」に登場するキャラクターのフィギュ
アをおまけに付ける商品シリーズを企画し、製造販売した（以下「アリス・コレク
ション」という。）。
          原告と被告は、そのおまけに関し、原告が模型原型を製造の上、被告の
指定する数量の複製品を被告に渡し、被告はこれと菓子を一体化した商品（指定商
品）を製造販売することとし、平成１３年ころ、フィギュアコレクション１８種類
の模型原型について、ロイヤルティを希望小売価格（２００円）の３％である６円
とする旨の契約を締結した（契約書は甲第１５号証）。なお、契約日、契約期間、
製造数量の報告義務、違約金の合意については争いがある。
    (3)　ロイヤルティ未払等
      ア　チョコエッグ及び妖怪シリーズ（本件契約①ないし⑫）に関する未払
        　原告は、本件契約①ないし⑫に基づき、被告から各指定商品の販売・製
造数量（別紙指定商品製造数量対比表の「原告への報告数量」欄記載の数量）につ
いて報告を受け、各契約所定の算定式によるロイヤルティを受領していた。
        　ところが、原告が平成１４年に大阪国税局から税務調査を受けた際、被



告の実際の製造数量は、同表の「実際の製造数量」欄記載の数量であることが判明
し、被告もこれを認めた。
        　しかし、被告は、未報告分の製造数量についてのロイヤルティを支払わ
ず、原告の違約金請求についても応じない。原告は、平成１４年１２月３日付け通
知書（甲第１０号証の１）をもって、違約金を同通知書送達後１週間以内に支払う
よう催告し、同通知書は翌４日被告に到達した。
      イ　チョコエッグ・クラッシック（本件契約⑬）について
        　被告は、本件契約⑬に基づくロイヤルティの一部を支払っておらず、原
告の違約金請求にも応じない。
      ウ　アリス・コレクション（本件契約⑭）について
        　被告は、本件契約⑭に基づき、平成１４年５月までに３０４万個のアリ
ス・コレクション（指定商品）を製造したが、ロイヤルティの一部１５９万３００
０円（別途消費税分７万９６５０円）については未だ原告に支払っていない。原告
は、この分のロイヤルティ未払分の支払を、同年１１月２７日に被告に対し請求し
た（甲第１６号証）。
  ２　争点
    (1)　本件各契約における対象物である各種フィギュアの模型原型は著作物か。
    (2)　本件各契約の違約金支払規定は、被告が模型原型が著作物であり原告がそ
の著作権を有しあるいは管理しているとの錯誤に陥っていたことを理由として、無
効となるか。
    (3)　本件各契約の違約金支払規定は公序良俗違反か。
    (4)　本件契約⑪は有効に成立し、また違約金に関する合意がなされているとい
えるか。
    (5)　本件契約⑭は有効に成立しているか。
    (6)　未払のロイヤルティ・違約金等の額
    (7)　原告の不当利得の成否及び被告の損失
第３　当事者の主張
  １　争点(1)（本件各契約における対象物である各種フィギュアの模型原型は著作
物か）について
  【原告の主張】
    　本件各契約の対象物である、各種フィギュアの模型原型（以下「本件模型原
型」という。）は、いずれも著作権法上の著作物性を有する。
    (1)　原告は、フィギュアの世界では、我が国のみならず世界的に周知されたフ
ィギュア造形集団である。多数の書籍、雑誌に紹介されているし、１９９１年に
は、その表現力が評価されて、世界的に著名な米国の自然史博物館に恐竜の骨格標
本の復元モデル制作を依頼されて納品している。その他、原告の造形集団としての
創作性、芸術性、技術力の高さ及び知名度を紹介する資料は枚挙にいとまがなく、
単なる「おまけ」制作の域にとどまるものではない。
    (2)　本件模型原型は、「動物」、「キャラクター」、「妖怪」等を題材としつ
つも、その構図、造形、彩色等の点で、高い芸術性、創作性を有しており、思想・
感情の創作的表現物に該当し、著作物性を有する。
      　本件契約①ないし⑧と⑬で対象とされている模型原型は、いずれも動物を
題材としたものであり、本件契約⑭は、既存の挿絵を基にしたものである。しかし
ながら、著作物性は創作性が存在すれば認められるのであって、創作性の高低は問
われていないところ、模作するに当たっては思想、感情の働きが認められるから、
本件契約①ないし⑧、⑬、⑭の対象物たる模型原型においても創作性を肯定でき、
著作物性が肯定される。写実的な人物画や写真についても著作物性が認められるこ
とからすれば、動物や既存の挿絵との比較における写実性は、作品としての評価を
高めるものであっても、著作物性を否定するものではない。
    (3)　本件模型原型が著作物であることは、その製造過程からも明らかである。
      　模型原型については、原告においておおまかな商品企画が立てられ、担当
すべき造形師が選定される。原告と担当造形師が中心となって、原型のサイズ、セ
ールスポイントとなる特徴、数等を決め、造形師がラフ画を作成する。ラフ画につ
いては原告において検討・修正される。
      　ラフ画確定後、造形師は模型原型を制作する（彩色されていない造形原
型）。造形原型は、原告において商品価値があるかとの観点から、質、完成度、大
きさ等を確認され、修正される。
      　確定した造形原型には、原告従業員の塗装担当者が彩色する（オリジナル



の完成版。本件模型原型はこの完成版を指す。）。
    (4)　被告は、本件模型原型が量産を予定されているいわゆる応用美術であるか
ら、著作権法上の「美術の著作物」に該当しないと主張する。しかし、「美術の著
作物」には美術工芸品も含まれるし、仮に意匠権が成立するような場合であったと
しても、そのことをもって著作権法上の保護が否定されるわけではない。また、量
産品であることによって著作物性を否定されるものではない。上記(2)記載のとお
り、本件模型原型が純粋美術と同視し得る創作性、芸術性を有することは、その構
図、造形、彩色等からみて疑いのない事実である。
  【被告の主張】
    (1)　本件契約①ないし⑧、⑬の対象物たる本件模型原型は、思想又は感情を創
作的に表現したものとはいえない。
      　これらの模型原型は、自然界に実在する動物等を実物に近い形で模型にし
たものであって、抽象化された特徴を有するものではなく、図鑑等を参照しながら
制作されているから、思想又は感情を創作的に表現したもの（著作権法２条１項１
号）ということはできない。よって、本件契約①ないし⑧、⑬の対象物たる本件模
型原型は、著作権法上の著作物ではない。
    (2)　本件契約⑭の対象物たる模型原型には、著作物性が認められない。
      　アリス・コレクションにおけるフィギュアの模型原型は、「不思議の国の
アリスの冒険」と「鏡の国のアリスの冒険」の挿絵を立体化したものにすぎないか
ら、著作物性を認めることができない。
    (3)　本件模型原型は、応用美術であって「美術の著作物」ではない。
      　純粋美術に見られる感覚あるいは技法を画一的に大量生産される実用品の
制作に応用したもの、すなわち応用美術は、原則として「美術の著作物」というこ
とができない。応用美術が「美術の著作物」といい得るのは、作品が形状、内容及
び構成などに照らして純粋美術に該当し得ると認められる高度の美的表現を具有す
るときに限られる。
      　本件模型原型は、被告の販売する菓子に付けるおまけの原型として制作さ
れたものである。被告は、原告から、成形見本１個、彩色見本１個、保管用１個の
合計３個の模型を受け取る。被告では、成形見本をカットして複数の部分とし、そ
れぞれの部分について金型を作った後、大量の模型を製造し、彩色された後に、カ
プセルに入れて閉じる。これらの作業は熟練工ではない者も含めた１０００人程度
の工員によってなされ、また多いときには１日約５０万個のおまけが製造されてい
る。工場では１体当たり１７ないし１９円で出荷され、被告の仕入額は１体当たり
２５円である。このような製造工程及び製造価格からすれば、おまけの原型である
本件模型原型に純粋美術に該当し得ると認められる高度の美術性を肯定することは
できない。
      　本件模型原型は「美術の著作物」に該当しない。
  ２　争点(2)（本件各契約の違約金支払規定は、被告が模型原型が著作物であり原
告がその著作権を有しあるいは管理しているとの錯誤に陥っていたことを理由とし
て、無効となるか）について
  【被告の主張】
    (1)　本件契約④ないし⑩、⑫ないし⑭は、ロイヤルティを支払う根拠となる使
用許諾対象物である本件模型原型が著作物であること、及び原告が本件模型原型の
著作権を管理又は有していることを、前文に明記した上で、締結されている。
      　しかしながら、本件模型原型は著作物ではなく、原告はその著作権を管理
又は保有していない。
      　おまけの原型に関する契約は、通常、原型の制作の対価として１つの原型
について数万円から十数万円の制作費を支払うとする請負契約である。本件各契約
によって被告は原告に対し既に約４億円のロイヤルティを支払っているのであり、
この金額は原型の制作費として対価を決定した場合と比較して、極めて高額であ
る。そして、更に被告が違約金支払規定についてまで合意したのは、本件契約④な
いし⑩、⑫ないし⑭においては契約書により模型原型が著作物であること及び原告
がその著作権を管理し又は有していることが明記されたため、これを信じたからに
ほかならない。
      　よって、模型原型が著作物ではなく、原告がその著作権を有しあるいは管
理していない場合には、本件各契約、その中でも違約金支払規定に関し重要な要素
に錯誤があるといえるから、違約金支払規定は無効である。
    (2)　被告は、平成１４年１月に、アリス・コレクションのおまけについて、第



三者から著作権侵害であるとの指摘を受け、また平成１４年５月に、本件契約⑨な
いし⑫の模型原型の制作者（造形師）が、被告と別の契約を締結していた造形師で
あり、かつ同人との間では請負契約を締結していることを知るに至り、原告が著作
権を有し又は管理していること、本件各契約がロイヤルティ支払方式であることに
ついて疑義を有するに至った。
  【原告の主張】
    (1)　本件模型原型はいずれも著作物であることは、前記１の【原告の主張】で
述べたとおりである。
      　また、前記１【原告の主張】(3)の方法により造形原型が完成した場合、造
形師が原告の従業員であれば、法人著作として当初より著作権を有しているし、造
形師が第三者である場合には、模型原型の引渡しと共に著作権の譲渡を受けてい
る。なお、彩色については、原告従業員が行っている以上、原告が著作権者とな
る。したがって、原告は、本件模型原型の著作権を有し、管理している。
      　本件模型原型が著作物であって、原告が本件模型原型の著作権を有し、管
理している以上、本件各契約において、被告が錯誤に陥ったということはできな
い。
    (2)　本件各契約は、本件模型原型に関し、複製品を製造し、これを使用して指
定商品として販売するに当たり、被告が原告に対してロイヤルティを支払うこと、
被告は指定商品の販売あるいは製造数量を毎月原告に報告すること、被告は報告し
た数量に基づいて所定の算定式により算出されるロイヤルティを毎月原告に対して
支払うこと、及び仮に指定商品個数について虚偽の報告をした場合には未報告数量
につきロイヤルティの２倍相当額の違約金を支払うこと（なお、本件契約①ないし
③にはこの違約金の合意はない。）を内容とする契約である。本件模型原型が著作
物性を有するか否かなどが契約や合意の本質となっているわけではないから、仮に
本件模型原型が著作物ではないとしても、そのことから本件各契約の違約金支払規
定が錯誤無効となるものではない。
    (3)　被告の主張のとおり、平成１４年５月ころ、被告が著作物性について疑義
を有し調査を行ったとしても、結局被告は原告に対して異議等を述べることもなく
漫然と契約を継続している。このことは、むしろ被告においても本件模型原型の著
作物性を肯定し、あるいは肯定しないとしても、本件模型原型を複製することにつ
いて原告にロイヤルティを支払う価値があると判断して、自由意思に基づいて契約
を締結したというべきである。
      　仮に著作物性、著作権者性について被告に錯誤があったとしても、以上の
事情を踏まえれば、被告には重大な過失がある。
    (4)　原告と被告は、平成１１年以降、１４回にわたって契約の締結を行ってい
たが、その間被告から本件模型原型の著作物性や、原告が著作権を有するか否かの
点において疑義を述べられたことはなかった。
      　被告は、製造数量について虚偽報告をしていたことが発覚し、違約金を支
払わなければならなくなった段階において、初めて本件模型原型の著作物性を否定
するなどの主張を行ったのであって、信義則違反（民法１条２項）や禁反言の原則
にかんがみても、このような主張をすること自体許されない。
  ３　争点(3)（本件各契約の違約金支払規定は公序良俗違反か）について
  【被告の主張】
    　業界の通例では、商品に付されるおまけを複製するための原型を制作する場
合、請負契約等を締結し、模型原型１体の制作費として数万円から十数万円を支払
う。
    　原告が本件模型原型は著作物であって原告が著作権の所有・管理者であると
言い出したため、本件各契約はロイヤルティ支払契約となったが、その結果、被告
は既に原告に対して４億円程度のロイヤルティを支払っている。この金額は、仮に
本件各契約について通常と同様に模型原型の制作費を支払う場合の金額と比較する
と、著しく高額である。
    　また、原告が造形原型を外注した場合、原告は、制作者に対し、業界の通例
と同様に原型１体を基準とした制作費を支払っているにすぎないはずであり、他方
で被告から多額のロイヤルティを受け取っているから、差額として多額の利得をし
ているはずである。
    　ここから更に原告が違約金を取得することを認めるならば、その結果は取引
における対価の相当性を著しく逸脱することとなる。したがって、違約金支払規定
は暴利行為というべきであって、公序良俗に反するから、民法９０条により無効と



なるというべきである。
  【原告の主張】
    (1)　被告は、契約書のロイヤルティや違約金の規定を前提に、本件各契約に合
意している。
    (2)　ライセンシーの報告数量の正確性、真実性を担保するために、ライセンス
契約で虚偽報告の場合に２倍程度の違約金の支払規定を設定することには合理性が
認められる。また、違約金やペナルティの料率を通常の金額の２倍とすることは、
一般に見られるところである（民法５５７条１項、鉄道営業法１８条２項及び鉄道
運輸規定１９条等参照）。したがって、ロイヤルティの２倍相当額を違約金とする
ことには合理性がある。
    (3)　暴利行為が公序良俗違反となるためには、暴利行為を行う側が、相手方の
弱者的地位故の窮迫、軽率、無経験に乗じて契約したことが要件とされている。
      　しかるに、被告は、原告との関係において、弱者的地位にも、窮迫状態に
も、軽率・無経験状態にもなかった。
  ４　争点(4)（本件契約⑪は有効に成立し、また違約金に関する合意がなされてい
るといえるか）について
  【原告の主張】
    　本件契約⑪の覚書（甲第８号証。以下「本件覚書」という。）には、１条に
「以前製造及び販売した指定商品の再発売に際し、本件著作物の中に一部契約終了
しているものも含まれるため、今回の製造数量（５４０００個）に限り」許諾す
る、「販売期間は別紙記載の９から１７までの９種類の著作物に対する本契約（注
記：本件契約⑩（甲第７号証）を指す。）が終了する平成１４年２月２８日までと
する」と記載されている。つまり、本件契約⑪は、本件契約⑨や本件契約⑩の延長
契約又は修正契約の性質を有するものである。このような場合には、本件契約⑨及
び⑩で合意に達している条項はそのまま適用されるものと解すべきである。原告と
被告の間で、本件契約⑪においては違約金支払規定を排除するとの合意はない。
    　なお、被告は、本件覚書に署名押印した者が被告の代表権等を有していなか
ったと主張する。しかし、被告は、本件覚書を踏まえて、その後、複製品の製造委
託、指定商品の製造販売、原告に対するロイヤルティの支払等の行為をしており、
これらの点からすれば、被告が本件覚書が有効であることを前提としていたことは
明らかであるし、これが無権代理等であるというのであれば、その後の被告の行為
により追認されたものというべきである。
  【被告の主張】
    　本件覚書には、違約金支払規定がなく、本件契約⑨及び⑩の違約金支払規定
を適用する旨の規定もない。したがって、本件契約⑪において、違約金に関する合
意がなされていたということはできない。
    　また、本件覚書の乙欄の署名押印を見ると、被告代表取締役としてＡの署名
押印がなされているが、これは他の本件各契約の契約書の署名押印とは異なってお
り、署名はＡのものではなく、その子のＢのものであるから、被告は本件契約⑪の
成立自体を争う。本件覚書に記載されている年月日ころ、Ａは病気で倒れ代表取締
役としての業務をできなくなっていたものであり、当時の社内の事情からすれば、
本件覚書は、何ら権限のないＢが、被告の取締役らと相談することなく、独断で署
名押印したものと考えられる。
    　なお、原告は追認であるなどと主張するが、原告の指摘する事実で、被告が
違約金支払規定まで追認したことにはならない。
  ５　争点(5)（本件契約⑭は有効に成立しているか）について
  【原告の主張】
    (1)　本件契約⑭の内容は、契約書（甲第１５号証）によれば、正確には次のと
おりである。
      ａ　契約日　平成１３年１１月２２日
      ｂ　契約期間　平成１３年１１月２２日～平成１４年１１月２１日
      ｃ　対象物　人形の国のアリス～アリスのフィギュアコレクション～１８種
類の模型原型
      ｄ　ロイヤルティ　基本的に本件契約④のｄに同じ。
                　ロイヤルティ単価＝希望小売価格（２００円）×３％＝６円
      ｅ　製造数量の報告　本件契約④のｅに同じ。
      ｆ　違約金　基本的に本件契約④のｆに同じ。
  　　　　　　　　違約金単価＝ロイヤルティ単価６円×２＝１２円



    (2)　被告は、契約書の署名押印の問題、当時の被告社内の事情（代表取締役の
入院等）を根拠に、権限なき者によって契約されていると主張する。しかしなが
ら、被告は、原告に異議も述べず契約を履行しているから、仮に本件契約⑭が権限
なき者によって締結されていたとしても、後日追認されているというべきである。
  【被告の主張】
    　原告と被告の間で、アリス・コレクションについて、原告が著作権を主張す
る模型原型についての使用許諾と、そのロイヤルティについて合意したが、その他
の点について合意に達していない。
    　契約書（甲第１５号証）の署名押印を見ると、他の本件各契約の契約書とは
異なり、代表取締役のＡが記名押印したものではなく、Ｂが署名したものであるか
ら、被告は本件契約⑭の成立自体を争う。甲第１５号証に記載されている年月日こ
ろの社内の事情からすれば、本件契約⑭の契約書は、何ら権限のないＢ（取締役も
辞任していた。）が、被告の取締役らと相談することなく、署名押印したものと考
えられる。
  ６　争点(6)（未払のロイヤルティ・違約金等の額）
  【原告の主張】 
    (1)　ロイヤルティ
      ア　本件契約①ないし③について
        　本件契約①ないし⑤に関し、未報告数量が１０８６万４０１６個である
ことは被告も認めるところであるが、このうち本件契約①ないし③に関する未報告
数量がいくらであるかは不明である。
        　ところで、本件契約①ないし⑤に関し、被告から原告になされた報告数
量においては、本件契約①ないし③に関する報告数量が６４２万１３６０個であ
り、本件契約①ないし⑤全体の報告数量は３４０３万３４４０個であったから、被
告の報告による本件契約①ないし⑤の数量に占める本件契約①ないし③の数量の割
合を算出すると、１８．８７％となる。
        　そこで、これらの数値を本件契約①ないし③所定のロイヤルティ算定式
に入れて算出すると、本件契約①ないし③に関して発生した未報告数量に関するロ
イヤルティは、７６８万７６４９円となる。
      イ　本件契約⑭について
        　原告は、本件契約⑭に基づき平成１４年５月までに３０４万個のアリ
ス・コレクションを製造したが、そのうち、２６万５５００個についてはロイヤル
ティが支払われていないこと、未払ロイヤルティの金額は、本件契約⑭の算定式に
基づき、１５９万３０００円であること、その消費税相当額が７万９６５０円であ
ることについては被告も争っていない。
    (2)　違約金
      ア　本件契約④及び⑤について
        　本件契約①ないし⑤に関する未報告数量のうち、本件契約④及び⑤の未
報告数量は、前記(1)アと同様の算定方法により８１．１３％に当たる。
        　これらの数値を本件契約④及び⑤所定の違約金算定式に入れて算出する
と、違約金は６６１０万４８２２円となる。
      イ　本件契約⑥及び⑦について
        　本件契約⑥及び⑦の未報告数量は８４７万９２９５個である。これを本
件契約⑥及び⑦所定の違約金算定式に入れて算出すると、違約金は６３５９万４７
１２円となる。
      ウ　本件契約⑧について
        　本件契約⑧の未報告数量は２２万９５３６個である。これを、原告の主
張する本件契約⑧所定の違約金算定式に入れて算出すると、違約金は２７５万４４
３２円となる。
      エ　本件契約⑨及び⑩について
        　本件契約⑨及び⑩の未報告数量は３６万１８００個である。これを本件
契約⑨及び⑩所定の違約金算定式に入れて算出すると、違約金は６５１万２４００
円となる。
      オ　本件契約⑪について
        　本件契約⑪の未報告数量は５万１９１０個である。これを本件契約⑪所
定の違約金算定式に入れて算出すると、違約金は９３万４３８０円となる。
      カ　本件契約⑫について
        　本件契約⑫の未報告数量は６３万１５６８個である。これを本件契約⑫



所定の違約金算定式に入れて算出すると、違約金は７５７万８８１６円となる。
      キ　本件契約⑬について
        (ア)　被告は、原告に対し、平成１４年８月５日付け「チョコエッグ・ク
ラシックの再販に関して」と題する報告書（乙第７号証）により、同月２日現在、
チョコエッグ・クラシックの在庫数が１万９２４５ケース（１ケースには、チョコ
エッグ・クラシックが８０個入っている。）であると述べた。
          　この１万９２４５ケースに入っていた合計１５３万９６００個は、被
告の本件訴訟における主張内容や他の本件各契約における被告の虚偽報告数量等に
かんがみれば、いずれも被告から原告に報告されていないというべきである。した
がって、この１５３万９６００個が、違約金を算定するに当たり基準となる数量と
なる。
        (イ)　この個数を本件契約⑬所定の違約金算定式に入れて算出すると、違
約金は１５５１万９１６８円となる。
        (ウ)　なお、被告は、本件契約⑬について未報告数量は契約終了後に製造
したものであるなどの主張をする。しかし、この主張は時機に後れた攻撃防御方法
であるから却下されたい。
    (3)　本件各契約においては、被告が原告に対して消費税相当額を支払う旨の合
意ができていた。そしてこの合意は違約金の算定の場合をも含むものであるから、
原告は前記(1)及び(2)のそれぞれに消費税相当額も加算して請求する（ただし、前
記(2)キ(イ)の本件契約⑬に基づく違約金については消費税を加算していない。）。
    (4)　遅延損害金の起算日
      　本件契約①ないし⑫については、前記第２の１の前提事実(3)アのとおり違
約金の支払を催告したから、この分の遅延損害金の起算日は平成１４年１２月１２
日となる。
      　本件契約⑬については、同契約の契約書（甲第１１号証）によるロイヤル
ティ支払時期の翌日である、平成１４年５月２１日からとなる（違約金の支払時期
もロイヤルティの支払時期と同じに解すべきである。）。
      　本件契約⑭については、ロイヤルティの支払を請求した日（前記第２の１
の前提事実(3)ウ参照）の翌日である平成１４年１１月２８日からとなる。
  【被告の主張】
    (1)　本件契約①ないし③の未報告数量は、２５６万７０５６個であり、本件契
約④及び⑤の未報告数量は、８２９万６９６０個である。本件契約⑥ないし⑫の未
報告数量及び本件契約⑭のロイヤルティ未払金額については認める。また、本件契
約⑬の未報告数量については３０万７７１２個である。
      　ただし、本件各契約の違約金支払規定は無効であるから、被告の違約金支
払義務は争う。
      　また、本件契約⑬の未報告数量分は、本件契約⑬が解除された後に製造さ
れたものであるから、そもそも報告義務がなく、したがって違約金支払義務もな
い。
    (2)　ロイヤルティに課される消費税について、原告と被告の間で外税方式で加
算することが合意されていたこと、被告の数量報告書及びこれに基づく原告の請求
書のいずれにも消費税が外税として記載されていたこと、被告はロイヤルティにつ
いて消費税を外税として支払っていたことは認めるが、違約金には消費税は課税さ
れないから、被告には消費税相当額の支払義務はない。
　７　争点(7)（原告の不当利得の成否及び被告の損失）
  【被告の主張】
    (1)ア　業界においては、本件各契約のようにおまけの原型の制作を依頼する場
合は、請負契約を締結し、原型１体当たりの制作費として数万円から十数万円を支
払うのが通常のやり方である。
      イ　ロイヤルティ支払規定の錯誤無効
        　被告は、原告が模型原型が著作物であり、その著作権を原告が有しある
いは管理していると述べ、契約書にもその旨明記したため、これを信じて、ロイヤ
ルティ方式による支払方法を採ることに合意した。しかしながら、本件模型原型は
著作物ではなく、原告はその著作権を管理も所有もしていなかった。
        　したがって、本件契約⑨ないし⑫及び⑭のロイヤルティ支払規定は、通
常の模型原型請負契約において支払われるであろう制作費の２倍相当額の範囲を超
える部分の金銭支払部分において、錯誤により無効となる。
      ウ　ロイヤルティ支払規定が暴利行為として無効となること



        　被告は、妖怪シリーズの模型原型の造形師に、別の模型原型の制作を依
頼した際に１体当たり４１万円強しか支払っていない。したがって、これを基準と
すると、本件契約⑨ないし⑫及び⑭（本件各契約のうち、造形原型を原告が第三者
に外注したもの）については、本件契約⑨ないし⑪で使用された模型原型１７体の
制作費は合計７０８万３３３３円、本件契約⑫で使用された模型原型２５体の制作
費は１０４１万６６６６円となり、本件契約⑭の対象物である模型原型の個数は１
８体であるから、同様に算定すると制作費は７５０万円となる。
        　しかしながら、実際には被告は本件契約⑨ないし⑫及び⑭のロイヤルテ
ィとして既に５５００万円以上支払っている。これにより原告の得た利ざやは、制
作費と比較して高額過ぎるといわざるを得ない。しかもこの利ざやは、原告の企業
努力と知的財産権によるものではなく、仕入と販売で全く別の法律構成としたこと
により発生したものである。
        　以上によれば、本件契約⑨ないし⑫及び⑭におけるロイヤルティの利率
は高額過ぎるから暴利行為というべきであって、原告が同契約に関し造形師に支払
っていたであろう金額の２倍の額を超える金額部分は民法９０条により無効という
べきである。
    (2)　本件契約⑨ないし⑫に関して被告が既に支払ったロイヤルティの支払合計
額は３７４８万５０４８円であり、制作費の２倍に相当する額は３５００万円であ
って、その差額は２４８万５０４８円である。
      　また、本件契約⑭に関して被告が既に支払ったロイヤルティの支払合計額
は１８２４万円であり、制作費の２倍に相当する額は１５００万円であって、その
差額は、３２４万円である。
      　したがって、被告は、原告に対して、不当利得返還請求権に基づき、差額
合計５７２万５０４８円及びこれに対する平成１４年６月１日から支払済みまで年
５分の割合による金員の支払を求める。
  【原告の主張】
      　被告が、本件契約⑨ないし⑫の対象物制作者との間でどのような契約を締
結していたかは知らない。
      　本件模型原型が著作物であり、原告はその著作権を有しあるいは管理して
いたことは前記１及び２の【原告の主張】で述べたとおりであるから、本件各契約
に関して被告に錯誤があったということはできない。
      　また、仮にその点について錯誤があったとしても、前記２【原告の主
張】(2)で述べたとおり、模型原型が著作物であることなどは本件各契約において要
素となっていなかったものであるから、錯誤の主張は認められない。
      　さらに、被告はロイヤルティの支払条項があることを認識しながら本件各
契約に合意しており、本件各契約におけるロイヤルティ支払条項が暴利行為であっ
て公序良俗に反しているということもできない。
      　したがって、被告の主張は失当であって、その請求に理由はない。
第４　争点に対する判断
  １　争点(1)（本件各契約における対象物である各種フィギュアの模型原型は著作
物か）について
    (1)　前記第２の１の前提事実並びに証拠（甲第１ないし第８号証〔甲第８号証
中被告作成部分についてはその存在のみ。以下同じ。〕、第２９号証、第３１ない
し第３３号証、乙第１号証、第３ないし第５号証、第２２号証ないし第３４号証、
第３６号証ないし第４２号証、第４７号証、第６０号証の１ないし３、第６１ない
し第６４号証）及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
      ア　本件模型原型は、大量販売される菓子に、その複製物をおまけとして付
することが予定されている立体物である。
        　本件模型原型の制作過程は次のとおりである。
        　原告は、被告との間で商品企画を検討した後、当該企画に適する模型原
型造形師を選定し、原告の専務取締役であるＣと当該造形師が中心となって、模型
原型のサイズ、セールスポイントとなる特徴、数等を打ち合わせる。打合内容に従
って、造形師が基となる画を作成し、原告が検討修正した後に造形にとりかかる。
造形師が造形した原型（造形原型）は、原告のチェックを受けた後、原告従業員の
塗装担当者によって彩色される。彩色された原型が本件模型原型である。
      イ　チョコエッグ及びチョコエッグ・クラシック
        　チョコエッグ及びチョコエッグ・クラシックは、様々な種目・科に属す
る実在の動物（本件契約③の対象となった「ツチノコ」を除く。）を正確に模した



フィギュアをおまけとして卵形チョコレートの中に入れる商品シリーズである。
          被告がおまけとして付していたフィギュアは、頭部、胴部、足部、尾部
などの形状、大きさの比率、その姿勢はもとより、動物の毛並み、虫の足の突起、
魚の鱗等に至るまで、可能な限り、実際の動物と同様に立体的に表現され、色彩
も、複数の色彩を細かく用い、実際の動物と同様の色、模様が付されている。
        　チョコエッグ及びチョコエッグ・クラシックの発売に際しては、「タマ
ゴの形をしたミルクチョコの中に青いカプセルを封入しました。カプセルの中には
リアルな動物コレクションが入っています。日本の固有種から今はもういなくなっ
てしまった絶滅種にいたるまで様々な種類の動物たちを次々ご紹介いたします。」
（本件契約①の対象であった「日本の動物コレクション①」、乙第２２号証）、
「フィギュアマニア垂涎の動物コレクション！動物・昆虫博物館などでも利用さ
れ、研究員もうならせるリアルな造形の本格フィギュア」（本件契約④の対象であ
った「日本の動物コレクション④」、乙第２５号証）、「チョコエッグに新しいシ
リーズが誕生。好評の日本の動物シリーズに加え、リアルなペット動物コレクショ
ンが誕生しました。身近なペットから憧れのペットまで様々な種類のペット動物た
ちを次々ご紹介いたします。」（本件契約⑥の対象であった「ペット動物コレクシ
ョン①」、乙第２７号証）、「９９年より発売が開始され、現在第５弾まで製品化
されている『チョコエッグ日本の動物』シリーズ。今回は第１弾から第３弾に登場
したラインナップの中から２４種類をピックアップ、またそれだけではなく塗装色
や塗装方法の変更、型自体の変更などを施したバーションアップ版として製品化し
ました。」（本件契約⑬の対象であった「日本の動物コレクション・バージョンア
ップ版」、乙第２９号証）などの謳い文句を記載したパンフレットも商品と合わせ
て配布された。
        　チョコエッグ及びチョコエッグ・クラシックに付されていたおまけの模
型原型は、原告の従業員であるＤが、市販の動物図鑑、鳥類図鑑等を参照しなが
ら、本件契約①ないし⑧及び⑬における原告の模型原型製造債務の履行の一環とし
て制作し、原告従業員がこれに彩色し、原告の製品として公表されたものである。
      ウ　妖怪シリーズ
        　妖怪シリーズは、いわゆる百鬼夜行に示唆を得て制作されたフィギュア
をおまけとして、キャンデーと共に箱詰めされる商品シリーズである。
        　妖怪シリーズのうち、「妖怪コレクション」は、「昨今の京極夏彦氏の
妖怪小説などに代表される妖怪ブームの中、昔の文献『百鬼夜行』の妖怪をモチー
フに立体化しました。大人のコレクターを対象としたリアルで本格的なフィギュア
に仕上げ、コレクション性を高めています。」（本件契約⑨の対象であった「百鬼
夜行Ⅰ」、乙第３０号証）、「話題作『妖怪コレクション』の第２弾。今回もＥ氏
総指揮のもとリアルなフィギュア９体をリリース。河童や天狗、輪入道などの妖怪
に加え、そのうち１体をシークレットにすることでミステリー性を向上。今回は通
常彩色版の他に象牙風彩色版、金色彩色版を加え、コレクション性の高い商品に仕
上げました。」（本件契約⑩の対象であった「百鬼夜行Ⅱ」、乙第３１号証）など
の謳い文句を記載したパンフレットと共に、「妖怪根付」（本件契約⑫の対象であ
った。）は、「『妖怪』をテーマにしたフィギュアコレクション。今回は江戸時代
から存在する『根付け』とよばれる、いわゆるキーホルダーをモチーフにフィギュ
ア化」（乙第３２号証）などとの謳い文句を記載したパンフレットと共に販売され
た。
        　妖怪シリーズにおける造形原型は、いずれもＥが製造した。Ｅは、造形
原型を著作物と認識しており、原告に造形原型を納入し、代金を受領するに当た
り、その著作権をすべて原告に譲渡する旨合意した。
        　原告では、原告従業員がＥから納入された造形原型に彩色して、模型原
型として完成させた。
      エ　アリス・コレクション
        　アリス・コレクションは、ルイス・キャロルが制作した物語「不思議の
国のアリスの冒険」及び「鏡の国のアリスの冒険」に使用されていた、ジョン・テ
ニエルの挿絵（線画）（ハリー・シーカーや英国マクミラン出版社がこれに彩色し
ている。）に基づき、これを正確に立体化し彩色したフィギュアをおまけとして、
キャンデーと共に箱詰めされる商品シリーズである。
        　アリス・コレクションは、「女の子ならだれもが読んだことのあるルイ
ス・キャロル原作の不朽のファンタジー物語『不思議の国のアリス』『鏡の国のア
リス』に登場するキャラクターをそのままフィギュアにしました。フィギュアのモ



デルとして、原作版に使用されていたジョン・テニエルの挿絵を起用、なじみのあ
る姿にアリスの世界観をいっそう身近に感じられます。また、特定の２種類を組み
合わせると、挿絵の風景をそのまま再現したジオラマに変身、運動性を持たせるこ
とでコレクション性を高めています。」（乙第３４号証）との謳い文句を記載した
パンフレットと共に発売された。
        　アリス・コレクションにおける造形原型は、いずれもＦが製造した。Ｆ
は、造形原型を著作物と認識しており、原告に造形原型を納入し、代金を受領する
に当たり、その著作権をすべて原告に譲渡する旨の合意をした。
        　原告では、原告従業員がＦから納入された造形原型に彩色して、模型原
型として完成させた。
      オ　以上のチョコエッグ、チョコエッグクラシック、妖怪シリーズ、アリ
ス・コレクションは、いずれもお菓子のおまけとして各種のフィギュアがチョコレ
ートの中のカプセルに入れられたり、キャンデーと共に箱詰めされた商品シリーズ
であるが、例えば、チョコエッグ（バラのもの）では６５×４３×４３（㎜）のサ
イズのチョコエッグの中にフィギュアが収納されているし、妖怪シリーズでは１４
０×９８×５３（㎜）の箱にキャンデー４個（妖怪根付の場合は２個）と共に収納
されている。このように、本件各契約に基づく各フィギュアは、被告が販売するお
菓子のおまけとはいっても、手のひらに載るようなものではあるがそれなりの大き
さがあり、被告も、商品の販売に際してフィギュアを需要者のコレクションの対象
として強力に訴えており、商品としては、お菓子よりもむしろ主たる地位を占めて
いると評価することもできる。そして、原告は、フィギュアの製造会社として、こ
の種のフィギュアのコレクターの間では高く評価され、根強い人気がある。本件各
契約においても、原告と被告との間では、原告の提供するフィギュアの模型原型に
ついては著作物である旨記載された契約書が取り交わされている。
    (2)ア　著作権法は、２条１項１号で著作物を「思想又は感情を創作的に表現し
たものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義し、１０
条の「著作物の例示」の規定では「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」（１
項４号）を著作物の例示として挙げている。一方、同法２条２項は、「この法律に
いう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする。」と定めている。
      イ　本件模型原型は、いわゆる美術の範囲に属するものであることは明白で
あって、当事者においても争いのないところである。そこで、本件模型原型が「思
想又は感情を創作的に表現したもの」といえるか否かを検討する。
        　「思想又は感情を創作的に表現」するというときの創作性とは、表現が
当該作者の何らかの知的活動の成果によるものであって、著作者の個性が現れてい
ることをいい、必ずしも独創性が要求されるわけではない。他人の創作を模倣する
にすぎないものや、たとえ他人の模倣ではないとしても、表現としてありふれたも
のであったり、表現方法が限定されているために誰が表現しても同じような表現と
なったりする場合には、作者の個性が現れているということはできず、創作性が否
定される。
        　前記(1)の認定事実によれば、チョコエッグ（本件契約①ないし⑧）及び
チョコエッグ・クラシック（本件契約⑬）に使用されているおまけの模型原型は、
市販の図鑑等を参照して、実在する、あるいはかつて実在した動物（ツチノコを除
く。）の形状、姿勢、毛並み、色彩、模様等を可能な限り細部まで実物に近づくよ
うに作成されたものであり、その制作過程では高度の模倣手段・技術を用いて作成
されたものと認められ、出来上がった模型原型及びその複製物は、市販のお菓子の
おまけとして頒布されるフィギュアとしては、実在し、あるいはかつて実在した動
物（ツチノコもこれに準じて考えられる。）に極めて近いものになっていると認め
られる。しかしながら、このように、実在の動物の形状等を可能な限り写実的に模
倣して制作される模型原型については、機械的に写真に撮影したとか、誰が作成し
てもほぼ同じような表現にならざるを得ないような類型的な表現方法によった場合
と異なり、高度に写実的な動物の模型を制作するという表現手段の中に、様々な技
術や工夫が用いられており、著作者の個性が現れた創作行為が存在することは否定
できない。そうすると、本件契約①ないし⑧及び本件契約⑬において対象となった
模型原型は、著作権法２条１項１号にいう「思想又は感情を創作的に」表現した成
果物という面については、これを肯定することができる。
        　また、妖怪シリーズ（本件契約⑨ないし⑫）の造形原型は、Ｅにおい
て、古くから存在する百鬼夜行の妖怪にも示唆を受けて、リアルな形態の立体的な
妖怪を各種制作したものであるが、既存の特定の絵画等をそのまま模して作成され



たものとは認められず（そのような事実を認めるに足りる証拠はない。）、古来我
が国でいろいろな画家等が描いてきた妖怪とそれ程違いがあるわけではないにして
も、制作者の個性が現れていないとはいえないから、「思想又は感情を創作的に表
現したもの」であること自体は、これを肯定することができる。
        　一方、前記(1)エの認定事実によれば、アリス・コレクション（本件契約
⑭）は、ルイス・キャロルの物語「不思議な国のアリスの冒険」「鏡の国のアリス
の冒険」の挿絵としてジョン・テニエルが描いた線画を忠実に立体化させ、上記物
語の内容に沿うように彩色されたものであって、出来上がった模型原型及びその複
製物は、ジョン・テニエルの描いた挿絵（線画）を忠実に三次元の像としたものと
認められる。なお、原告従業員が行った彩色と、ハリー・シーカーや英国マクミラ
ン出版社の行った彩色との異同は不明であるが、アリス・コレクションはジョン・
テニエルの描いた挿絵（線画）の雰囲気を三次元の像においても維持することを目
的になされているため、その彩色はハリー・シーカー等のものと同様か、少なくと
も挿絵の思想又は感情を超えて新たな思想又は感情を表現するようなものではな
く、通常ジョン・テニエルの挿絵に彩色する場合になされるであろうありふれた彩
色であると推測される。そうすると、アリス・コレクションにおける忠実な立体化
やありふれた彩色によって制作された模型原型は、作者の何らかの個性が創作的に
表現されているものと認めることはできない。
    (3)ア　ところで、先にも触れたように、「美術の著作物」については、著作権
法２条２項が「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとす
る。」と定めている。同条項は、絵画、版画、彫刻等のような純粋美術のほかに、
実用品であっても一品製作による手工的な「美術工芸品」が「美術の著作物」に含
まれていることを明らかにしている。この点に関し、美術工芸品以外のいわゆる応
用美術についても著作権法によって保護されるかどうかが問題になるところであ
る。現行著作権法制定の経緯や、著作権法による保護と意匠法等の工業所有権法に
よる保護との関係等に照らせば、著作権法上の前記条項は、実用に供され、あるい
は産業上利用されることを目的とする美的な創作物、すなわち、実用品と結合され
た美術的著作物、量産される実用品のひな型として用いられることを目的とする美
術的著作物、実用品の模様として利用されることを目的とする美術的著作物等、一
般に応用美術の範疇に含まれるものについては、専ら美の表現のみを目的とするい
わゆる純粋美術と同視できるような創作性、美術性を有するもののみを、「美術工
芸品」に準じて、著作権法上の「美術の著作物」として著作権法による保護の対象
とした趣旨であると解するのが相当である。
        　チョコエッグ、チョコエッグ・クラシック及び妖怪シリーズの模型原型
は、まさに、上記のような大量に生産されるある種の実用品（おまけないし玩具）
の模型原型（ひな型）としての性格を有するものであるから、著作権法上保護され
る著作物に該当するかどうかを判断するためには、著作権法２条２項の観点からの
検討が必要である。
      イ　そこで、本件のチョコエッグ、チョコエッグ・クラシックや妖怪シリー
ズの模型原型について、いわゆる純粋美術と同視できる創作性、美術性を有するか
について検討する。
        　まず、チョコエッグ及びチョコエッグ・クラシックの模型原型は、上記
のとおり、高度の技術が用いられて、実在の動物を写実的に模したものであり、お
菓子のおまけとして安価で広く頒布されるフィギュアとしては美的な価値も備えて
おり、この種のフィギュアの蒐集家にとっては、その精巧さや種類の豊富さもあっ
て、それなりに美的鑑賞の対象ともなり得ることは否定できないところである。し
かし、動物を写実的に模すのに、制作者の技術や工夫が見られるといっても、大量
に製造され安価で頒布される小型のおまけであるから、純粋美術の場合のような美
的表現の追求とは異なり、一定の限界の範囲内での美的表現にとどまっていること
も否定できないのであり、客観的にみて、一般の社会通念上、美的鑑賞を目的とす
る純粋美術に準じるようなものとまではいえない。したがって、チョコエッグ及び
チョコエッグ・クラシックの模型原型は、著作権法２条２項の規定の趣旨に照らし
て、「美術の著作物」には該当しないものというべきである。
        　なお、本件契約③の対象とされたツチノコについても、弁論の全趣旨に
よれば、未確認ではあるが日本の山野に棲息しているとして、だんだんその目撃談
が紹介され絵にも描かれている「ツチノコ」を、これらの公刊物等を参照して制作
された模型原型であると認められ、上記の動物の場合と同じく、大量に生産される
小型のおまけの模型原型として制作されたものであり、その制作の内容に照らして



みても、純粋美術と同視し得るようなものとは評価できない。したがって、「ツチ
ノコ」も、「美術の著作物」には該当しない。
          次に、妖怪シリーズで制作された妖怪の模型原型は、想像上のものであ
り、実在するものではないものの、被告の製造販売に係る菓子等のおまけにするた
めに全く新たに創作されたものではなく、前記(2)イでも述べたように、旧来から人
々の間に語り継がれ、絵画等に表されてきたものを参照して、立体化したものであ
る（「百鬼夜行」については、過去の文献である「百鬼夜行」に掲載された妖怪を
立体化したものであることも認められる。）。しかるところ、本件模型原型は、旧
来、絵画等に表されてきた妖怪と比較して、それらをそのまま模したものではな
く、創作者の個性がそれなりに現れたものであるとは考えられるが、やはり、前述
のチョコエッグ等と同じく、大量に製造され安価で頒布される小型のおまけのため
に製造された模型原型であるから、制作者の技術や発想において優れたものがあ
り、創作的表現がされているとしても、純粋美術の場合のような美的表現の追求と
は異なり、一定の限界内での美的表現にとどまっているといわざるを得ない。した
がって、妖怪シリーズのフィギュアの模型原型についても、客観的にみて、一般の
社会通念上、美的鑑賞を目的とする純粋美術に準じるようなもの
とまではいえないから、「美術の著作物」には該当しないものというべきである。
なお、妖怪シリーズのフィギュアも、上記のチョコエッグの動物フィギュアと同じ
く、細部にわたるまで細かな成形、彩色が行われており、それらは、模型制作上の
技術が高いことをうかがわせるが、そのことは、必ずしも、純粋美術と同視できる
ような創作性の存在に直結するわけではない。
      ウ　なお、量産品のひな型であっても、専ら美の表現を追求した純粋美術と
同視できる創作性、美術性を有するものが存在することは否定し得ず、そのような
創作性、美術性を有するものが存在したとすれば、それについて、量産品のひな型
であるという理由によって、著作権法上の「美術の著作物」への該当性が否定され
ることはないというべきである。
          しかし、前記イのとおり、本件各契約の対象となったフィギュアの模型
原型は、そのもの自体に、純粋美術と同視できる創作性、美術性を備えているとは
認められず、その故に著作物に該当しないというべきであって、量産品の原型であ
ることによって直ちに著作物であることが否定されるものではない。
          原告は、量産されるものであっても著作物性が否定されるものではな
く、本件模型原型には純粋美術と同視し得る創作性、芸術性があると主張するが、
原告の主張は、リアルな模型原型を制作する技術力について述べるものにすぎな
い。技術力と創作性や芸術性は異なるから、原告の主張は失当である。
    (4)　よって、本件模型原型は、いずれも著作権法上の著作物性を肯定すること
はできない。
  ２　争点(2)（本件各契約の違約金支払規定は、被告が模型原型が著作物であり原
告がその著作権を有しあるいは管理しているとの錯誤に陥っていたことを理由とし
て、無効となるか）について
    (1)　前記第２の１の前提事実並びに証拠（甲第１ないし第９号証、第１１号
証、第１２号証の１、２、第１４、第１５号証〔甲第１５号証中被告作成部分につ
いてはその存在のみ。以下同じ。〕、第１８、第１９号証の各１、２、第２０号
証、第２２ないし第２６号証、第２９号証、乙第１号証、第６号証、第１９号証、
第４３ないし第４６号証）及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められ
る。なお、本件契約⑪及び⑭については、後記４及び５において詳述する。
      ア　被告は、卵型のチョコレートの中におまけの入った商品が売れていると
いう話を聞き、試験販売したところ好評であったので、原告に動物の模型の製造を
依頼し、その複製物を卵形のチョコレートに入れて販売する企画を立てた。これが
チョコエッグの企画である。
        　チョコエッグの企画開発は、当時の被告の代表取締役であったＡと、Ａ
の長男で当時被告の常務取締役であったＢを中心として行われた。原告と被告の間
の交渉は、原告側はＣが、被告側はＢが担当した。
        　Ｃは、「チョコエッグ」がこれまでにない新しい商品であるため、従来
の子供向けのおまけではなく、大人も納得できるようなおまけにしたいと考え、模
型の開発リスクを負担する代わりに、原告に自由に企画開発させて欲しいと申し出
た上、模型原型を被告が買い取る方式ではなく、販売数に応じて被告がロイヤルテ
ィを支払う方式で行いたいと提案した。
        　Ｂは、被告においては従前から菓子とおまけを一体化した商品を製造販



売しており、その際にはおまけの原型を数万円から数十万円で買い取る方式を採っ
ていたが、Ｃの提案を踏まえ、ロイヤルティ方式の方が原告も模型原型の制作に熱
心になるであろうとの判断の下、ロイヤルティ方式を採ることに合意し、Ａはこれ
を了承した。
        　模型原型は、前記１(1)ア記載の方法で制作された後、彩色されていない
ものと共に被告に渡された。被告は、海外の工場にて金型を制作して複製物を製造
し、卵形チョコレートの中に入れて、商品として完成し、販売した。
      イ　原告と被告は、平成１１年９月、「日本の動物コレクション第１弾」と
して、動物２４種類の模型原型について、被告の報告する販売数量に応じたロイヤ
ルティを支払う旨の契約（本件契約①）を口頭にて締結した。また、同年１２月に
は、別の模型原型について同様の内容による本件契約②を、さらに平成１２年２月
には別の模型原型について同様の内容による本件契約③をそれぞれ口頭にて合意締
結した。
        　その後チョコエッグの売行きが好調で販売数量が多くなったため、本件
契約④以降は、原告と被告の間で契約書を取り交わすこととした。契約書には、前
文に「甲（注記：原告）が著作権を管理又は所有する別紙記載の著作物（以下「本
件著作物」という）を使用した別紙記載の商品（以下「指定商品」という）の製
造、販売、または頒布について、以下の通り契約を締結する。」と記載され、ま
た、原告が被告に対し「本件著作物」を使用した指定商品を製造、販売又は頒布す
ることを独占的に許諾すること、独占的許諾に対するロイヤルティとして、希望小
売価格に一定のパーセンテージ及び指定商品の製造数量を乗じた金額を支払うこ
と、支払方法は毎月末に製造数量を集計の上、翌月２０日に原告指定の金融機関口
座に振り込む方法にて支払うこと、製造数量は集計した翌月１０日までに原告に報
告すること、仮に実際の製造数量が報告数量を上回っていた場合には、契約の解除
の有無にかかわらず、被告は原告に対し、上回っていた指定商品１個につき、ロイ
ヤルティ単価の倍額の違約金を支払うことなどが規定された。なお、本件契約④以
降に締結された契約の契約書は、本件契約⑪を除き、いずれも同様の条項が記載さ
れている。
      ウ　原告と被告は、さらに、妖怪や、ファンタジー物語で有名な「不思議の
国のアリス」の登場人物等をおまけにして、菓子と一緒に箱に入れる商品シリー
ズ、すなわち妖怪シリーズやアリス・コレクションを企画した。
        　妖怪シリーズについては、原告はその造形原型の制作をＥに依頼し、彩
色を原告において行った後、完成した模型原型を被告に渡した。被告は、複製物を
制作し、キャンデーと共に箱詰めして販売した。妖怪シリーズに関する原告と被告
の間の契約は、それまでのチョコエッグにおける契約と同様、原告が被告に対し模
型原型の複製物を使用した商品の製造等を許諾する代わりに、被告は一定のロイヤ
ルティ単価に製造数量を乗じた金額をロイヤルティとして支払うこと、被告が報告
する製造数量よりも実際の製造数量が上回った場合には、上回った数量分について
ロイヤルティの２倍相当の違約金を支払うことなどを内容とする契約であり、本件
契約④等で使用された契約書と同様の条項が記載された契約書が取り交わされた。
        　アリス・コレクションについては、原告はその造形原型の制作をＦに依
頼し、彩色を原告において行った後、完成した模型原型を元に複製品を製造し、被
告の注文に応じて複製品を販売した。被告は、原告から渡された複製品をキャンデ
ーと共に箱詰めして販売した。アリス・コレクションに関する原告と被告の間の契
約にも、本件契約④等で使用された契約書と同様の条項が記載された契約書が取り
交わされた。
      エ　Ａは平成１３年４月に病気のため入院し、Ｂは、同年１１月に被告常務
取締役の職を辞して退職した。その後、ＡやＢは本件各契約に関与していない。
        　被告では、Ａ入院後からＧ及びＨも代表取締役となって業務を担当する
ようになり、平成１３年１０月には、Ａを会長、Ｇを社長、Ｈを副社長とする決議
を行った。更に平成１５年４月には、Ａを相談役、Ｇを会長、Ｈを社長とする旨の
決議がなされた。
        　Ａ及びＢが本件各契約に関与しなくなった平成１３年１２月以降も、被
告は、本件各契約に関し、指定商品の製造数量を報告し、平成１４年３月までは毎
月１０００万円以上、その後も相応のロイヤルティを原告に対して支払っていた。
      オ　平成１４年１月、英国マクミラン出版社の著作権につき我が国で独占的
実施権を許諾されていると主張する株式会社サンモアは、被告に対し、アリス・コ
レクションのフィギュアが英国マクミラン出版社の著作権と株式会社サンモアの商



標権を侵害するという理由で、製造販売の中止を要求した（乙第１号証）。被告
は、独自に調査しあるいは弁護士を雇うなどして、上記要求に対応した。
        　また、平成１４年５月ころ、Ｅは、被告との契約において模型原型制作
費用の内金として受け取っていた２５０万円を、被告との制作請負契約を解約した
ことを理由に、返金した。被告は、被告とＥの間の契約では著作権に基づくロイヤ
ルティ支払方式が採られておらず請負契約による模型原型の買取方式が採られてい
たことを知り、また、内部調査の結果、Ｅが妖怪シリーズの模型原型の制作者であ
ることを確認した。
        　以上の過程において本件各契約における著作権の管理の問題や著作物性
の問題が認識されたものの、被告は、原告に対し、本件各契約では、模型原型は著
作物であり、原告に著作権あるいはその管理権があることを前提としていることに
ついて改めて問い合わせたり、ロイヤルティ支払方式を採っていることや違約金支
払規定について再考を促したりしていない。
      カ　原告は、平成１４年８月３０日付け「契約解除通知書」（甲第１８号証
の１）により、被告が指定商品の製造数量を大幅に上回る数量のカプセル入りフィ
ギュアを製造していることなどを理由として、本件契約⑬を解除する旨の意思表示
をした。これに対し、被告は、平成１５年１月６日付け「ご回答書」（甲第２０号
証）で、原告の指摘する事実はないから、原告は本件契約⑬を解除することはでき
ず、本件契約⑬は有効であるとの回答をした（なお、本件訴訟で被告は解除の効果
を争っていない。）。このとき、被告は、本件契約⑬について、模型原型に著作物
性が認められないことや原告が著作権を管理所有していないことなどの点について
特に主張しなかった。
      キ　原告が平成１５年８月２９日付けで製造数量を一部報告していなかった
ことなどを原因とする違約金支払請求を行ったところ（甲第１２号証の１）、被告
は、平成１５年９月１８日付けで、模型原型は著作物ではなく、原告は著作権を管
理所有していないから、本件各契約は錯誤により無効である旨主張した書面（甲第
１４号証）を原告に送付した。
    (2)　以上の認定事実によれば、原被告間の本件各契約において、ロイヤルティ
支払方式が採られた理由は、模型原型が原告の著作物であることを前提に、その使
用料を支払うという趣旨からそうなったものではなく、新たな商品開発を行うに当
たり、いかなる模型原型を制作するか決する権限を原告に与え、販売数量の多寡に
よる利益と不利益を原告へのロイヤルティに反映させ、原告に、より優れた模型原
型を制作するように動機付けを与える趣旨であったというべきである。
        チョコエッグは予想以上に販売が伸び、そのため本件契約④以降は契約書
を取り交わすことになり、当該契約書の前文には、模型原型が著作物であってその
権利を原告が有していることが明記された。しかし、そうであるとしても、前記認
定の契約当初からの経緯に照らすと、ＣとＢが、模型原型が著作物であり、その著
作権を原告が有し又は管理していることを前提として、著作物の使用料としてロイ
ヤルティを支払う方式を採ったとは考えられない。むしろ、模型原型が著作権法上
の著作物に該当するか否かにかかわらず、原告がより優れた模型原型を制作し、そ
れによって被告の菓子等の売上が増加した場合に、被告のみならず原告もそれによ
る利益を享受し得るようにする点に、ロイヤルティ方式を採る趣旨があったとみる
方が、前記認定の原被告間の契約をめぐる経緯に合致するというべきである。
        さらに、契約書には、虚偽の数量報告をした場合には、報告しなかった数
量分についてロイヤルティの２倍に相当する違約金を支払う旨の規定（違約金支払
規定）が入れられたが、その趣旨は、ライセンシーによる報告数量の真実性を担保
するため、予めロイヤルティよりも多い金額を違約金として定めたものと認めら
れ、原告に著作権が帰属することからそのような違約金支払規定を置いたとは認め
られない。
      　以上によれば、本件各契約の違約金支払規定の合意において、模型原型が
著作物であり、原告が著作権を有しあるいは管理していることが要素となっていた
ということはできない。したがって、本件模型原型に著作物性が認められないとし
ても、あるいは原告が著作権を有しても管理してもいなかったとしても、そのこと
をもって本件各契約、とりわけその中の違約金支払規定が、錯誤により無効となる
ものではない。
    (3)　被告は、契約書において、模型原型を著作物とし、原告が著作権を管理所
有していることが前文に明記されるとともに、違約金支払規定が加えられたことか
らすれば、本件各契約、その中でも違約金支払規定は、模型原型が著作物であって



原告がその著作権を管理所有していることを、契約（合意）の本質（要素）とする
ものである、したがって、模型原型が著作物ではなく原告がその著作権を管理所有
していない以上は、被告には契約（合意）の本質（要素）に錯誤があることとなる
から、本件各契約、その中でも違約金支払規定は無効であると主張する。
      　しかし、契約の本質（要素）は、契約書等の文言のみならず、当該契約が
締結されるに至った過程等を踏まえて、当事者の合理的意思解釈から決定されるべ
きである（どんな些細な事柄であっても錯誤がある以上は無効が主張できるとする
ことは取引の安全性を著しく害することとなる。）。本件各契約における契約書に
おいて、模型原型が著作物であって、その著作権を原告が管理又は所有しているこ
とを根拠として、違約金支払規定が入れられたことをうかがわせる事情はない上、
仮にこれが契約の本質（要素）となっていたのであれば、平成１４年１月のアリ
ス・コレクションに関して第三者から著作権等の侵害であるとの指摘を受けたとき
に、あるいは同年５月の妖怪シリーズの造形師が被告との間ではロイヤリティ方式
ではなく買取方式を採っていることが判明したときに、この点について原告に問い
合わせるなどするはずのところ、被告はそのような行動を一切起こしていない。
      　したがって、被告の主張は失当である。
  ３　争点(3)（本件各契約の違約金支払規定は公序良俗違反か）について
    (1)　証拠等により認定される事実は、前記２(1)記載のとおりである。
      　なお、本件契約⑪及び⑭については、後記４及び５において詳述する。
    (2)　被告は、ロイヤルティ方式を採用したことにより原告が本件各契約によっ
て多額の金員を得ていること、原告が造形原型を外注した場合には、外注先に支払
う金額（制作費）と被告から受け取る金額との差額が大きいこと、にもかかわら
ず、更に原告が違約金としてロイヤルティの２倍相当額を受け取ることができると
するならば、その結果は暴利行為というほかないとして、本件各契約の違約金支払
規定が公序良俗に反し無効である旨主張する。
      　しかしながら、違約金支払規定は、被告が虚偽の報告をした場合に限り適
用されるものであるから、被告が虚偽の報告をしない限りこれを支払う必要はな
い。また、数量が正確に報告されることを前提として成り立つロイヤルティ支払方
式が採られる場合、報告数量の正確性を担保するために虚偽報告の事実が判明した
ときにはロイヤルティの２倍以上の違約金を支払うとの合意をすることは合理的で
あり、また通常行われているものと推測されるから、ロイヤルティの２倍相当額の
違約金を支払う旨の規定が暴利行為であるなどということはできない。なお、暴利
行為として公序良俗に反すると評価されるのは、一方当事者の窮迫、無知、無経験
などにつけ込んで、他方当事者が過度に不公正な取引を行う場合であるが、本件に
おいて被告は本件各契約締結前からおまけの原型に関する取引等を行っており、窮
迫、無知、無経験等の状況にあったということはできないから、その点においても
ロイヤルティ支払規定及びその適用が暴利行為であるということはできない。本件
において原告が被告に対して膨大な違約金を請求しているのは、被告も認めるとお
り被告が膨大な製造数量を原告に報告しなかった結果にすぎない。
      　真実の数量を報告することを前提にするロイヤルティ支払方式に合意した
上で、その真実報告義務に違反しながら、違約金支払規定及びその適用は公序良俗
違反であるとする被告の主張は、到底採用できない。
  ４　争点(4)（本件契約⑪は有効に成立し、また、違約金に関する合意がなされて
いるといえるのか）について
    (1)　前記第２の１の前提事実並びに証拠（甲第６ないし第８号証、第１０号証
の１及び２、第１２号証の１及び２、第１４号証、第２９号証、乙第１７、１８号
証、第４５、４６号証）及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
      ア　本件各契約に関しては、被告においては当初よりＡとＢが中心となって
企画開発しており、交渉担当窓口はＢであった。被告のその他の取締役では、Ｈが
その販売に関与していた程度であった。
        　平成１３年４月１３日にＡが入院した後は、本件各契約に基づくチョコ
エッグや妖怪シリーズはＢを中心として企画開発され、契約はＢが中心となってＡ
の了解を得る形で締結されていた。
      イ(ア)　被告は、本件契約⑨及び⑩に基づいて指定商品を販売したが、本件
契約⑩の契約期間内に被告の販売流通過程におけるペナルティとして販売が打ち切
られたため、大量のおまけ（模型原型の複製品）が余ることとなった。
          　原告は、被告が余ったおまけを使用して「総集編」と名付けて別の商
品として販売することにつき許諾しようとしたが、本件契約⑨については契約が終



了していたため、改めて、平成１３年１０月１日付けで、次の趣旨の内容の本件覚
書を被告との間で取り交わすこととした。
          第１条（覚書の主旨）
            　以前製造及び販売した指定商品の再販売に際し、本件著作物の中に
一部契約終了しているものも含まれるため、今回の製造数量（５万４０００個）に
限り、これを販売又は頒布することを許諾する。なお、販売期間は、９種類の著作
物に対する本契約が終了する平成１４年２月２８日までとする。
          第２条（許諾地域）
            　被告が指定商品を製造販売又は頒布することができる地域は、日本
国内に限るものとする。
          第３条（対価）
            　原告は被告に対し、第１条の許諾に対するロイヤルティとして次の
料率により計算した金額を支払う。
              ロイヤルティ＝希望小売価格×３パーセント×指定商品の製造数量
          第４条（支払方法）
            　被告は、製造数量を書面にて報告し、第３条に基づいてロイヤルテ
ィを計算し、これを翌月２０日に、原告の指定する金融機関口座に振り込む方法に
より支払う。
          第５条（覚書の尊重）
            　本覚書は、原告被告双方の信頼関係に基づいて締結されたものであ
って、本覚書に定めのない事項が発生した場合、原告と被告は誠意をもって協議
し、解決に当たるものとする。
          　なお、第１条の「指定商品」とは本件契約⑨及び⑩に基づき製造販売
される商品（ただし商品名は異なる。）を、「９種類の著作物」とは本件契約⑩の
対象となった模型原型を、「本契約」とは本件契約⑩を意味する。
        (イ)　本件契約⑨及び⑩には、本件覚書の第１条ないし４条と同様の趣旨
の規定のほか、製造数量の確認、希望小売価格の変更、著作権の表示、商標及び意
匠登録、品質管理、責任範囲、通知義務、権利譲渡などの禁止、機密保持、違約
金、契約解除、期限の利益の喪失、合意管轄についての規定が、合計１９条ある。
          　本件覚書には、本件契約⑨及び⑩の契約書にはあって本件覚書にはな
い規定の趣旨を排する旨の規定はない。
        (ウ)　本件覚書の末尾には、甲欄に原告の本店所在地及び社名、代表取締
役氏名が記名の上押印され、乙欄に被告の本件所在地及び社名、代表取締役氏名
（Ａ）が手書きされた上、押印されている。
          　本件契約⑨及び⑩の契約書の乙欄と本件覚書の乙欄を比較すると、本
件契約⑨及び⑩の契約書の被告の本店所在地、社名及び代表取締役氏名（Ａ）がゴ
ム印等による記名であるのに対し、本件覚書の被告の本店所在地、社名及び代表者
氏名はいずれも手書きである、本件契約⑨及び⑩の乙欄の印影は、被告の社長印と
思われる印章によるものであるのに対し、本件覚書の乙欄の印影は、社長印ではな
い個人の印章によるものである点で相違する。
        (エ)　Ｂが平成１３年１１月に被告を退職した後も、被告は、本件覚書に
基づき、原告に対しロイヤルティとして５８３２円（６４８個分）を支払い、本件
覚書が権限なき者によって作成されたから無効であるなどの主張をしなかった。
      ウ　Ｂは、平成１３年１１月１０日付けで被告取締役を辞任して被告を退職
し、同月２２日に新たに株式会社エフトイズ・コンフェクト（以下「エフトイズ」
という。）を設立した。エフトイズは、被告に対し、原告と被告の間の契約の仲介
に入り、企画料の名目で金員をもらいたいと要求し、原告も、被告に対し、エフト
イズに仲介させなければ、契約を続行しない旨述べた。
        　これに対し、被告は、原告との契約はＢ個人が行ったものではなく、被
告として行っていると主張し、原告及びエフトイズの要求を拒絶した。
      エ　原告は、平成１４年１２月３日付け「御通知書」（甲第１０号証の１）
によって、チョコエッグ及びチョコエッグ・クラシック（本件契約①ないし⑧、
⑬）、妖怪シリーズ（本件契約⑨ないし⑫）、アリス・コレクション（本件契約
⑭）について、報告された以上の数量が製造されていることが判明したことを理由
にその違約金を請求し、また、平成１５年８月２９日付け「御通知書」（甲第１２
号証の１）によって、再度違約金を請求した。これに対し、被告は、平成１５年９
月１８日付けの「御回答書」と題する書面（甲第１４号証）において、本件各契約
が錯誤により無効であることを理由として原告のロイヤルティ支払請求を拒絶して



いるが、その際に本件契約⑪が権限のない者によって締結されたから無効である旨
の主張はしていない。
    (2)　以上の認定事実によれば、次のようにいうことができる。
      ア　本件覚書は、被告が本件契約⑨及び⑩の指定商品の販売を打ち切られた
ことにより残った大量のおまけを、本件契約⑩の契約期間中、新しい商品として菓
子と共に販売できるようにするために、対象となる模型原型とこれを使用した指定
商品の製造販売期間を修正することを目的として、作成されたものである。Ｂは、
この修正を行うことについて、特に被告から権限を得ていたわけでもないのに、Ａ
に許可を得ることなく、独断で行った。
        　本件覚書は、Ｂの独断で作成されたものであったが、被告はその後もこ
れが無効であるとの主張を行うこともなく、本件覚書に従って、製造数量を報告
し、ロイヤルティを支払った。
        　したがって、Ｂに本件契約⑨及び⑩を修正する権限が与えられていたと
いうことはできないが、被告は修正後の本件覚書の内容を追認したというべきであ
る。
      イ　本件覚書には、ロイヤルティ支払規定や数量報告規定は存在するもの
の、違約金支払規定も、違約金の支払については本件契約⑨あるいは⑩の条項を適
用する旨の規定もない。
        　しかしながら、本件覚書は、第１条「覚書の主旨」で、本件契約⑨及び
⑩についての再発売であること、販売期間については「本契約が終了する平成１４
年２月２８日まで」、すなわち本件契約⑩を本契約としてこれと同じ契約期間であ
ることが明記されている上、その他には許諾地域、対価、支払方法についてしか定
めを置いていない。このような場合には、本契約とされた本件契約⑩に合意されて
いる規定は、これを排する旨の規定がない限り、本件覚書においてもそのまま適用
することが前提とされていることが書面上も明らかというべきであって、本件覚書
第５条の本件覚書に規定がない場合の誠実な協議とは、本件契約⑩を前提とする協
議をいうと解すべきである。特に、違約金支払規定は、ロイヤルティ支払方式を採
る場合に被告の製造数量の報告の真実性を担保するために必要な規定であるから、
本件契約④以降その旨合意されながら、本件契約⑪において特に排除すべき必要性
も認められない。
        　そうすると、本件覚書は、本件契約⑩の違約金支払規定を含めた各規定
の適用を当然前提としているというべきであって、被告は、そのような契約として
これを追認したというべきである。
    (3)　被告は、本件覚書の署名押印が本件契約⑨や⑩の契約書の記名押印と異な
ることを理由に、また、本件覚書には違約金支払規定がないことを理由に、契約の
成立、とりわけ違約金支払規定の合意の成立、追認を否定し、本件覚書がＢの偽造
である旨、違約金支払規定は知らない旨述べる被告取締役らの陳述書（乙第４５、
第４６号証）を提出する。
      　しかしながら、被告が本件覚書に基づいて製造数量を報告し、ロイヤルテ
ィを支払っていることからすれば、Ｂに本件覚書を締結する権限がなかったとして
も被告においてこれを追認したというべきであるし、本件覚書が本件契約⑩を「本
契約」と位置付け、本件契約⑨あるいは⑩が１９条によって構成されているのに対
して本件覚書がわずか５条によって構成されていることからすれば、本件覚書に記
載されていない点については本件契約⑩において規定されている内容が当然前提と
されているというべきである。
  ５　争点(5)（本件契約⑭は有効に成立しているのか）について
    (1)　前記第２の１の前提事実及び証拠（甲第１ないし第７号証、第９号証、第
１１号証、第１５ないし第１７号証、第２９号証、乙第１７、第１８号証、第４
５、第４６号証）によれば、次の事実が認められる。
      ア　原告と被告は、「不思議の国のアリスの冒険」等の挿絵を立体化したフ
ィギュアを菓子と共に販売するアリス・シリーズを企画した。なお、原告と被告の
契約は、従前よりＢが窓口となっていたが、Ｂは、入院等の理由によってＡから社
長の肩書きを外して会長とした平成１３年１０月３日の取締役会の決議に反対し、
平成１３年１１月１０日付けで被告の常務取締役を辞任の上退職し、同月２２日付
けでエフトイズを設立した。
      イ　原告は、アリス・シリーズについて、ロイヤルティを１個当たり小売価
格の３パーセント、契約期間を平成１３年１１月２２日から平成１４年１１月２１
日、製造数量を毎月末に集計の上、翌月１０日までに原告に報告し、翌月２０日ま



でにロイヤルティを算出の上支払うこと、仮に報告した数量よりも実際の製造数量
が上回っている場合には上回った分についてはロイヤルティの２倍相当額の違約金
を支払うことを内容とする、平成１３年１１月２２日付けの契約書（甲第１５号
証。以下「本件アリス契約書」という。）を作成し、被告に送付した。なお、同契
約書の内容は、基本的には本件契約④以降で取り交わされた契約書の内容と同様で
ある。
      ウ　本件アリス契約書は、乙欄に、被告の本件所在地、社名及び代表取締役
氏名（Ａ）が手書きされ、押印された状態で、原告に返送された。
        　本件アリス契約書の乙欄と、本件契約④の契約書等（甲第１ないし第７
号証、第９号証、第１１号証）の乙欄を比較するならば、後者においては、被告の
本店所在地、社名及び代表取締役氏名がゴム印等による記名であるのに対し、本件
アリス契約書の被告の本店所在地、社名及び代表取締役氏名はいずれも手書きであ
る、本件契約④の契約書等の乙欄の印影は、被告の社長印と思われる印章によるも
のであるのに対し、本件アリス契約書の乙欄の印影は、社長印ではなく個人印と思
われる印章によるものである、という点で相違する。
        　本件アリス契約書の乙欄の署名押印と、本件覚書の乙欄の署名押印は、
同じである。
      エ　本件アリス契約書には、契約期間が平成１３年１１月２２日から平成１
４年１１月２１日まで、とされていたが、平成１４年５月までに、被告はアリス・
コレクションを３０４万個製造し、原告に対し、ロイヤルティとしてその一部分を
支払った。
        　また本件契約⑭では、アリス・コレクションが新しい企画であったこと
から、原告において販売が伸びなかった場合のリスクを負うために、模型原型の複
製物を原告が製造し、被告の注文に応じてこれを納品することとなっていた。原告
は、複製物の製造について平成１４年１１月２７日に７９６万５０００円及びその
消費税分を請求し、被告は平成１５年３月３１日に８３６万３２５０円を支払っ
た。
        　原告は、平成１４年１１月２７日、被告に対し、ロイヤルティ１５９万
３０００円と消費税分７万９６５０円を請求したが、被告はこれに対してロイヤル
ティ等を支払おうとしなかった。被告は、原告に対し、本件訴訟提起前に、支払わ
ない理由は本件アリス契約書（甲第１５号証）が権限のない者によって作成された
からであるとの説明等をしたことはない。
    (2)　以上からすれば、次のようにいうことができる。
      　アリス・コレクションの企画は、従前どおり原告側はＣが、被告側はＢが
担当して交渉を進めていたが、本件アリス契約書を取り交わす段階で、被告側の経
営権問題等が生じＢが被告を退職することとなった。
      　Ｂは、アリス・コレクションに関する契約を締結する権限がないにもかか
わらず、原告から送付されてきた、自らが被告常務取締役を辞任し被告を退職した
後であるが契約期間開始日である平成１３年１１月２２日付けの本件アリス契約書
に、被告の本店所在地、社名及び代表取締役氏名を記載して押印した。
      　被告は、Ｂが被告を退職した後も、本件アリス契約書が有効に成立してい
ることを前提として、１６６４万７０００円（３０４万個の製造個数のうち、被告
がロイヤルティを支払った額）を支払い、また、アリス・コレクションに入れる複
製物の製造制作費として８３６万３２５０円の金額を支払った。
      　したがって、本件アリス契約書は権限のないＢによって作成されたもの
の、被告はこれを追認したというべきである。
    (3)　被告は、本件アリス契約書が権限なき者によって作成されたから無効であ
ると主張し、本件アリス契約書はＢによって偽造された旨述べる被告取締役らの陳
述書（乙第４５、第４６号証）を提出している。しかしながら、その後の被告の言
動からすれば、被告は、Ｂが独断で締結した本件契約⑭を追認したことが明らかで
あるというべきである。
  ６　争点(6)（未払のロイヤルティ・違約金等の額）
    (1)　ロイヤルティについて
      ア　本件契約①ないし③
        (ア)　本件契約①ないし⑤に関し、被告が原告に対してその数量を報告し
ていなかった個数は１０８６万４０１６個であることは当事者間に争いはないが、
そのうち、本件契約①ないし③の個数がどれほどかについては証拠上必ずしも明ら
かではない。この点、甲第２４号証によれば、本件契約①ないし③の報告数量は６



４２万１３６０個（甲第２４号証の「チョコエッグ１個入り」、「チョコエッグ２
個入り」及び「チョコエッグバラ」の欄に記載されたものは、契約期間から本件契
約①ないし③に基づくものと認められる。）であり、本件契約④及び⑤の報告数量
は２７６１万２０８０個（甲第２４号証の「チョコエッグ日本の動物」及び「チョ
コエッグ（パルコ）」欄に記載されたものは、契約期間から本件契約④及び⑤に基
づくものと認められる。）であるから、本件契約①ないし⑤における、本件契約①
ないし③の割合は、１８．８７％であると認めることができる。
          　したがって、本件契約①ないし⑤における未報告数量１０８６万４０
１６個のうち、本件契約①ないし③の未報告数量は２０５万００４０個（小数点以
下四捨五入。以下同じ。）というべきである。
          　ところで、本件契約①ないし③の場合、ロイヤルティは販売数量を基
準とするところ、上記未報告数量は製造数量であるから、その結果をそのまま本件
契約①ないし③のロイヤルティ算定式に算入することに疑義がないわけではない。
しかし、製造数量と販売数量は製造数量の方が多いことは明らかであるところ、被
告は本件契約①ないし③に関し、製造した指定商品の在庫が残っている旨主張もせ
ず、製造数量が販売数量となることについて争っていない。チョコエッグの売れ行
きが良かったとのＣ及びＨの陳述書等（甲第２３号証、第２９号証、乙第４５号
証）からすれば、製造したものはすべて販売されたものと推認することができる。
          　したがって、本件契約①ないし③の前記未報告数量を基準として同契
約のロイヤルティ算定式により算出した結果、本件契約①ないし③における未払ロ
イヤルティは７６８万７６５０円となる。
        (イ)　被告は、本件契約①ないし③の未報告数量は２５６万７０５６個で
あると主張し、その根拠として生産数、申告数、実販売数の一覧表（乙第１４号
証）や確認の文書（乙第１５、第１６号証）を提出する。しかし、本件契約①ない
し③についてはロイヤルティの請求しかされておらず、本件契約④及び⑤について
は違約金の請求がなされていることからすれば、被告の主張は被告にとって有利な
主張であるから、乙第１４ないし第１６号証の合計数等を導く根拠となった書類が
提出されない以上、その内容を信用することはできない。
      イ　本件契約⑭について
        　原告が、本件契約⑭に基づき平成１４年５月までに３０４万個のアリ
ス・コレクションを製造し、被告に引き渡したものの、被告がそのうち２６万５５
００個についてはロイヤルティが支払われていないこと及びアリス・コレクション
のロイヤルティは小売価格（２００円）の３％であること、したがって、未払ロイ
ヤルティは１５９万３０００円であることについて、当事者間に争いはない。
      ウ　合計
        　上記アとイのロイヤルティの合計額は９２８万６５０円である。
    (2)　違約金
      ア　本件契約④及び⑤について
        　本件契約④及び⑤の未報告数量は、前記(1)ア(ア)によれば、１０８６万
４０１６個－２０５万００４０個（本件契約①ないし③の未報告数量）＝８８１万
３９７６個である。
        　したがって、本件契約④及び⑤における違約金算定式により算出する
と、違約金は６６１０万４８２０円となる。
      イ　本件契約⑥及び⑦について
        　本件契約⑥及び⑦の未報告数量が８４７万９２９５個であること及び違
約金算定式には争いがない。その結果、本件契約⑥及び⑦における違約金は６３５
９万４７１２円となる。
      ウ　本件契約⑧について
        　本件契約⑧の未報告数量が２２万９５３６個であること及び違約金算定
方式には争いがない。その結果、本件契約⑧における違約金は２７５万４４３２円
となる。
      エ　本件契約⑨及び⑩について
        　本件契約⑨及び⑩の未報告数量が３６万１８００個であること及び違約
金算定方式には争いがない。その結果、本件契約⑨及び⑩における違約金は、６５
１万２４００円となる。
      オ　本件契約⑪について
        　本件契約⑪の未報告数量が５万１９１０個であることに争いはない。
        　本件契約⑪には本件契約⑨及び⑩と同様の違約金支払の合意がなされて



いると解されることは、前記４記載のとおりである。
        　したがって、本件契約⑪における違約金は９３万４３８０円である。
      カ　本件契約⑫について
        　本件契約⑫の未報告数量が６３万１５６８個であること及び違約金算定
方式には争いがない。その結果、本件契約⑫における違約金は７５７万８８１６円
となる。
      キ　本件契約⑬について
        (ア)　前記第２の１の前提事実（(2)ウ(イ)）及び証拠（甲第１１号証、第
１８、第１９号証の各１、２、第２０号証、第２９、第３０号証、乙第７号証、第
５０号証）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
          ａ　本件契約⑬においては、被告は、指定商品（チョコエッグ・クラシ
ック）を製造した段階でその個数を原告に報告することとなっていた。
          ｂ　被告は、原告に対し、平成１４年８月５日付け「チョコエッグ・ク
ラシックの再販に関して」と題する報告書（乙第７号証）により、同月２日現在、
チョコエッグ・クラシックの在庫数が１万９２４５ケース（１ケースには、チョコ
エッグ・クラシックが８０個入っているため、１５３万９６００個となる。）であ
ると述べた上で、本件契約⑬は平成１４年９月９日で終了することとなっている
が、その後も在庫のチョコエッグ・クラシックを販売したいとの意向を伝えた。
            　これに対し、原告は、平成１４年８月３０日付け「契約解除通知
書」（甲第１８号証の１）によって、本件契約⑬を解除する旨の意思表示をし、同
通知書は翌３１日に被告に到達した。
          ｃ　なお、被告は、本件訴訟において、３０万７７１２個に対するロイ
ヤルティが発生している事実及びこれについてロイヤルティを支払う意思がある旨
主張した。
        (イ)　以上によれば、平成１４年８月５日付け報告書に記載されていたチ
ョコエッグ・クラシック１５３万９６００個のうち、少なくとも３０万７７１２個
については製造されていながら原告に報告されていなかったものであり、違約金支
払規定適用の対象となる個数ということができる。
          　したがって、本件契約⑬において発生する違約金は、この個数を基に
本件契約⑬の違約金支払規定の式で算出した２９５万４０３５円であると認めら
れ、これを超える違約金支払義務が発生したことを認めるに足りる証拠はない。
        (ウ)　原告は、被告の本件各契約における虚偽報告の実態等にかんがみれ
ば、平成１４年８月５日付け報告書に記載された在庫数はすべて未報告数量と考え
るべきであると主張する。しかし、本件契約⑬では製造段階で数量を報告すること
になっているため、在庫品の中には既に原告に数量を報告し、そのロイヤルティを
支払っているものが含まれることは充分考えられる上、被告の本件各契約における
虚偽報告の実態等を前提とするとしても、製造数量を報告していないものについ
て、個数を明らかにした上で契約期間を延長してでも販売したい旨述べたとは考え
られず、在庫数量がすべて未報告数量であるということはできない。
        (エ)　なお、被告は、当初より報告していないものはあるが原告の主張す
る数量とは異なること、原告の主張する根拠が明らかになれば一部認める余地があ
ることを主張し（平成１５年１２月４日付け準備書面(1)）、数量を明らかにするよ
うにとの裁判所の度重なる求釈明に対しようやく３０万７７１２個が未報告数量で
あると主張した（平成１６年７月２７日付け準備書面(12)）。しかるに、平成１６
年９月９日の弁論準備手続期日において、乙第６９ないし第７２号証を提出し、こ
れを根拠として本件契約⑬に関しては製造数量はいずれも報告済みであり、ただ本
件契約⑬が解除された後に製造したものがあるにすぎない、しかし契約解除後であ
る以上は報告義務がないとの主張をした。
          　上記の訴訟経過にかんがみれば、被告が平成１６年９月９日の弁論準
備手続期日（この期日に弁論準備手続期日を終結することは、あらかじめその前の
弁論準備手続期日でも確認し、調書にも記載しているところである。）においてな
された上記主張は、被告の故意又は重大な過失により時機に後れて提出された防御
方法であり、訴訟の完結を遅延させることになるというべきであるから、民事訴訟
法１５７条１項によりこれを却下する。
      ク　合計
        　以上のアないしキの違約金の合計は１億５０４３万３５９５円となる。
    (3)　消費税
      ア　ロイヤルティに関して消費税分が外税方式で加算されることとなってい



たことは、当事者間に争いはない。しかし、違約金に関しては当事者間に争いがあ
るので、検討する。
      イ　消費税とは、国内における事業者が行った資産の譲渡等に課されるとこ
ろ（消費税法４条１項）、「資産の譲渡等」とは「事業として対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供」であり（同法２条１項９号）、「対価
の額」とは「対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若し
くは権利その他経済的な利益の額」（同法２８条１項）とされる。ロイヤルティの
支払は「資産の譲渡」や「役務の提供」に対する対価に該当するが、本件各契約に
おける違約金は、前記２(2)で認定したような違約金支払規定が置かれた趣旨に照ら
すと、資産の譲渡等に対する対価的性質を有するものとはいえないと解される。
      ウ　また、財産等の取引があった場合にどちらが消費税分を負担することに
なるかは、契約上の規定がない場合、契約当事者の合理的意思解釈によって定まる
というべきである。
        　本件各契約では消費税の負担に関する規定はないが、ロイヤルティの支
払に関して規定がなくとも消費税分を外税方式で譲受人である被告が負担すること
に争いがないのは、消費税制度が周知されていることと、通常の取引では消費税相
当額を譲受人において負担することが前提となっているとの慣行によるものと考え
られる。しかしながら、本件各契約における違約金は、資産の譲渡ないし役務の提
供の対価とはいえない性質のものであるし、仮に消費税が課される対象となり得る
としても、原告と被告の間で、それをどちらが負担するかについての合意がなされ
たとは認められない。
      エ　そうすると、本件各契約において、ロイヤルティについては消費税分を
外税方式で加算することは認められるが、違約金について消費税分を加算すること
は認められない。
    (4)　遅延損害金の起算日
      ア　前記第２の１の前提事実及び証拠（甲第１ないし第９号証、第１０号証
の１、２、第１１号証、第１２号証の１、２、第１４ないし第１６号証）によれ
ば、次の事実が認められる。
        (ア)　本件各契約では、被告は、販売あるいは製造数量を毎月末に集計
し、翌月１０月までに原告に書面で報告し、また翌月２０日までに報告した数量を
基に各契約所定の計算式で計算したロイヤルティを原告に支払うこととされてい
た。
        (イ)　原告は、平成１４年１２月３日付け「御通知書」（甲１０の１）に
おいて、国税庁の税務調査において被告が原告に対して虚偽の製造数量報告を行っ
ていたことが判明したこと、原告において被告が税務署に対して提出した資料を精
査した結果、チョコエッグ、妖怪シリーズ（本件契約①ないし⑫）ほかについて相
当数の未報告数量があったことを記載し、各契約における違約金支払規定の算定式
に基づいて算出された違約金１億６３５９万６６２８円について、同書面到着後１
週間以内に通知人（原告）代理人の銀行預金口座に送金するよう求めた。
          　上記「御通知書」は平成１４年１２月４日に被告に到達したが（甲第
１０号証の２）、１週間後である同月１１日を過ぎても、被告から未報告数量分の
違約金が支払われることはなかった。
        (ウ)　原告は、平成１５年８月２９日付け「御通知書」（甲第１２号証の
１）において、前記(イ)のうち、アリス・コレクション分を引いた違約金１億６２
８５万４８６０円の支払を求め、また、本件契約⑬についてはロイヤルティ７２５
万５６８０円の支払を請求し、違約金支払規定の適用については留保すると記載し
た。同「御通知書」は、平成１５年９月１日に被告の訴訟代理人弁護士の元に到達
した（甲第１２号証の２）。
          　被告はこれに対し、平成１５年９月１８日付け「御回答書」（甲第１
４号証）で上記の原告のロイヤルティ及び違約金の請求を拒絶した。
          　原告は、平成１６年７月２７日の弁論準備手続期日において、本件契
約⑬について違約金を請求する旨主張した（訴訟上顕著）。
        (エ)　原告は、平成１４年５月までに、アリス・コレクションについて模
型原型を製造し、被告の発注数に応じて複製を作成し、被告に引き渡していた。被
告はそのうち２６万５５００個分のロイヤルティを支払わなかった。原告は、平成
１４年１１月２７日を売上日とする、１５９万３０００円及び消費税７万９６５０
円の支払を求める請求書を、被告に送付した。
      イ　以上の認定事実によれば、次のようにいうことができる。



        　本件各契約は、ロイヤルティについては支払期限が契約上明らかにされ
ている（販売・製造の翌月２０日まで）から、当該期限の到来により、被告は遅滞
に陥ることになる。しかし、違約金については、特にその支払期限が契約上明らか
にされていないことから、期限の定めのない債務として、履行請求により遅滞に陥
るというべきである。
        　本件契約①ないし⑫について発生したロイヤルティ及び違約金は、平成
１４年１２月３日付け「御通知書」により到達後１週間内に支払うことが求めら
れ、同通知書は翌４日に被告に到達しているから、ロイヤルティ支払債務について
は、平成１４年１２月より前の本件各契約の各履行日から遅滞に陥っており、違約
金支払債務は同通知書に記載された期限である平成１４年１２月１２日以降遅滞に
陥ったということができる。そして、原告は、本件訴訟において、本件契約①ない
し③のロイヤルティ（７６８万７６５０円及び消費税３８万４３８３円の合計８０
７万２０３３円）及び本件契約④ないし⑫の違約金（合計１億４７４７万９５６０
円）の合計１億５５５５万１５９３円について、平成１４年１２月１２日以降の遅
延損害金を請求している。
        　本件契約⑬について発生した違約金（２９５万４０３５円）について、
原告は平成１６年７月２７日の弁論準備手続期日において初めて請求の意思を明ら
かにした。したがって、被告は、平成１６年７月２８日より、違約金支払債務につ
いて遅滞に陥る。原告は、被告はロイヤルティ支払時期と同時期より遅滞に陥ると
主張するが、支払期限の定まっているロイヤルティと定まっていない違約金とを同
様に考えることはできない。
        　本件契約⑭について発生したロイヤルティ（１５９万３０００円と消費
税分７万９６５０円の合計１６７万２６５０円）については、被告は遅くとも平成
１４年６月２０日までに原告に対して支払うべきところ、原告はこのロイヤルティ
について、平成１４年１１月２８日以降の遅延損害金を請求している。
  ７　争点(7)（原告の不当利得の成否及び被告の損失）
    　被告は、原告に対し、妖怪シリーズ及びアリス・コレクションについて、錯
誤（被告は模型原型が著作物であり、原告が著作権者又は著作権の管理者であるこ
とを信じて契約を締結したが、模型原型が著作物ではなく、原告が著作権者又は著
作権の管理者ではなかったことは、契約の錯誤に該当する）あるいは暴利行為（制
作費の数倍のロイヤルティを取得し、また制作者と被告の間に立って多額の利ざや
を稼いでいること）などから、既に被告が原告に対して支払った妖怪シリーズとア
リス・コレクションに関するロイヤルティ金額から、模型原型について妖怪シリー
ズの造形師であるＥ及びアリス・コレクションの造形師Ｆに支払ったであろう制作
費の２倍の金額を引いた残金について、原告の不当利得に該当するとして返還請求
している。
    　しかしながら、本件各契約では、模型原型が著作物であることや原告が著作
権者又は著作権の管理者であることは契約の要素となっておらず、したがって、仮
にこの点に何らかの錯誤があるとしても、そのことをもって本件各契約が無効とな
ることはないことは、前記２で述べたとおりである。
    　また、買取方式とするかロイヤルティ方式とするかは当事者の意思に原則と
して委ねられており、その他本件でロイヤルティ方式が暴利行為に該当するといえ
るような事情（原告が被告の窮迫、無知、無経験等につけ込み、過度に不公正な取
引を行っていると認めるに足りる事情）は認められないことから、本件契約を暴利
行為として民法９０条により無効とすることができないことは、前記３で述べたと
おりである。
    　したがって、被告による不当利得の主張は理由がなく、被告の反訴請求は失
当である。
  ８　よって、原告の本訴請求は、主文第１項の限度で理由があるからこれを認容
し、その余は理由がないからこれを棄却し、被告の反訴請求は理由がないからこれ
を棄却し、主文のとおり判決する。
　　
　　　　大阪地方裁判所第２１民事部
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                      　　　裁判官　　　中　　平　　　　　健
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